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は  じ  め  に 

 

 

現在、人口減少を背景に、様々な分野で担い手不足が問題となっている。このことは農

村も例外ではない。農村の維持・活性化の主体として、主に農業への従事者をいかに確保

するかが重要な課題とされている。 

しかし、当然ながら、農村の維持・活性化において農業に従事する人を確保しさえすれ

ば問題が解決するわけではない。むしろ、外から来た人が農業に従事するかどうか以上に、

彼（彼女）らがその地に定住するかどうかの方が、農村の維持・活性化にとっては重要な

のである。 

本研究では、「農業への従事」かつ「定住」を満たす具体的な形態の一つとして、農村に

おける結婚支援事業に注目する。これまで、市町村や JA、民間事業者等により、未婚の農

業後継者に対する結婚相手の紹介は、全国的に行われてきた。北海道も例外ではない。 

一方、数年前から耳目を集めるようになった「田園回帰」に加え、昨年からのコロナ禍

が地方へ向かう人の流れを後押ししている。道内に限って言えば、新型コロナウィルスの

感染が全国的に拡大し始めた昨年 4 月以降、7 カ月連続で転入者が転出者を上回っている

という（北海道新聞 2020 年 12 月 6 日付）。 

外部からの人の移動が息長く続く現在、農村の外部と内部を橋渡しする結婚支援事業は、

これまで以上に注目する必要がある。 

 本研究では、結婚一般に見られる近年の動向や結婚について言われていることを整理し

つつ、北海道の農村における結婚支援の取組について調査を行った。 

2 年目となる今年度は、農業専門婚活サイト「Raitai」、農業女子ネットワーク「はらぺ

娘」、別海町産業後継者対策相談所、NPO 法人全国地域結婚支援センター、そして、JA 中

春別、JA 道東あさひ、JA ながぬま、JA きたみらいの皆様にお話を伺った。今般のコロナ

禍で不安定な状況が続くなか、皆様には懇切丁寧にご対応頂いた。この場を借りて感謝申

し上げたい。現場の方々の取組に対して、本研究にわずかばかりでも貢献があれば幸いで

ある。 

結婚支援事業の国内最大手である㈱IBJ によると、婚活市場の現在の規模は 660 億円で

あり、潜在的な市場規模は 1 兆円にも達するという（2019 年 12 月期第 3 四半期決算説明

資料）。結婚支援が「成長産業」としてその存在感を強める現在、農村を舞台とした結婚支

援の取組は、今後どのような方向に向かっていけば良いのか。本研究がこのことを考える

ための第一歩になることを願っている。 

2021（令和 3）年 3 月 
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第1 章 調査研究の概要 

 

第１節 調査研究の背景・目的 

 

本研究の目的は、農村における結婚支援の取組み（注 1-1）の調査を通して、農村におけ

る結婚支援事業の意義について考察することである。 

 現在の日本において、自治体や民間事業者等によって行われる結婚支援事業は数多く見

られるようになっている。この傾向は農村でも同様である。近年では、自治体や農協、農

業公社等の農業関連組織による農業の担い手確保、あるいは移住支援を含めた、「地域づく

り」の一環として行われるものや、「Raitai」（千葉県、2017 年）のように、農業者自身が

立ち上げた結婚支援の取組がある。言うならば、農村を未来にわたって持続させていく担

い手の育成を、結婚というルートを通じて実現しようという取組が全国的に行われている

のである。 

 では、「持続可能な農村づくり」という社会的な大目標に対して、「結婚支援」という仕

掛けの有効性はどこにあるのだろうか。反対に、課題があるとすればそれは何だろうか。

表現を変えると、「地域に暮らす人の結婚をサポートすることは、地域の維持に効果がある」

ということは、一見あたりまえのことのように思えるのだが、なぜこの命題が成り立つの

だろうか。この先も同様に成り立つのだろうか。これらのことを考えることの意義は、今

後の結婚支援の取組みを展望するうえで決して小さくないはずである。 

 いずれにせよ、以上のことを考えていく上で、まずは結婚のことを知らなければならな

い。そもそも結婚とはどのような制度なのか。現在の結婚を取り巻く状況はどのようなも

のなのか。私達が知っている結婚の姿はいつ、どこでどのような背景のもとに登場したの

か。各時代、各地域で、結婚はどのような支援機関のもとに、どのように行われてきたの

か。そして、この先、それはどうなっていくのか。こうしたことを、広く、深く知ってお

く必要がある。何より、現在、農村で結婚支援の任にあたる方々はどのように活動されて

いるのか。どのような現実に直面し、何を課題と見定めて活動しておられるのか。こうし

たことを知る必要がある。 

 本研究は「持続可能な農村づくり」という大きなテーマについて、「結婚」という窓から

考えてみようというところから始まっている。現在の農村における結婚支援の取り組みの

現状を把握したうえで、今後を展望するためには何をどう考えなければならないのか。本

研究はそのための一歩である。 

 

（注 1-1）一般に、結婚を支援する事業は、「結婚相談業」「結婚仲介業」「結婚情報サービ

ス業」等と呼ばれることが多い。本報告書では、自治体、民間事業者、非営利団体等に

よって実施される結婚支援の事業、取組みを総称して「結婚支援事業」と呼ぶ。 
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第２節 結婚研究における本研究の位置付けと課題の設定  

 

 結婚研究において、これまで大切にされてきた 3 つの大きな問いがある。 

1 点目は、「人はなぜ結婚するのか？」、あるいは「なぜ、結婚しないのか？」という、結

婚そのものの存在意義を問うものである。各社会、各時代における結婚の意味の共通点や

違いを明らかにし、それらを比較、検討することを通じて、結婚そのものの意義を明らか

にしようとするものであり、人文社会科学を中心に長らく取り組まれてきた問いである。

検討すべき事例には、古くから続けられてきた世界の多様な結婚の形態（一夫多妻、一妻

多夫、多妻多夫等）や、フランスにおける連帯民事契約（同姓または異性の成人 2 人によ

る、共同生活を結ぶために締結される契約：通称 PACS）等が挙がる［cf. 中島 2010］。 

 2 点目は、「結婚の当事者達は、何を介して出会うのか？」という、出会いの機会、場に

関する問いである。現在では、web の発展を背景に、面識のない個人と個人が容易に連絡を

取り合うことができる。そのほか、既存の出会い方である、「親やきょうだいからの紹介」

や「職場や趣味の活動を通じて」等、人はなぜ、（他でもない）その場所、その時、その人

と出会ったのか、そして、どのようなプロセスを経て結婚に至ったのか、という点が重要

な検討事項となる。 

日本民俗学の泰斗、柳田国男はかつて、「若者組」と「娘組」という「昔から婚姻制度の

支持のために、存在を認められていたかとさえ思われる二つの団体」［柳田 2017（1941）：

204］を取り上げ、農村内の男女の出会いに果たす両団体の意義について言及したことがあ

る。柳田によれば、農村社会の変容にともなう両団体の「退化」［柳田 2017（1941）：199］

によって、それらと入れ替わる形で「仲人」という人々は登場したという［柳田 2017（1941）：

182、205］。現在の農村に照らして言うならば、若い男女によって組織された互いの出会い

をお世話する自主的な団体に代わってその役割を担っているのが、各地域の協議会等に代

表される「仲人」と言えるのかもしれない。 

 3 点目は、「誰と誰が結婚するのか？」という、より当事者にフォーカスした問いである。

近年では、AI（人工知能）やビッグデータを駆使した相性分析によるマッチングが登場し、

「自分と相性が良い相手」との出会いが、人ではなく科学技術によって媒介される例が珍

しくなくなっている（図 1-1、図 1-2）。地域の事情に知悉し、誰と誰を引き合わせるかにつ

いて手腕を振るっていたかつての良縁の仕掛け人の活動と、ビッグデータやそれを活用す

る AI との関係は、今後、注目していくべきテーマのひとつである。 

本研究で取り組むのは、これら 3 つのうち、主に 2 点目に該当する問題群である。当然

ながら、これら 3 つの大きな問いは互いに関連しているため明確な切り分けは不可能であ

るのだが、「異質な他者」同士が出会い、その後の生活をともにしていく際に、「間に立つ

人あるいは機関」の果たす役割に目を向けることは、結婚全体をとらえ返すうえで重要で

ある。 
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 加えて大切なことは、結婚研究一般に言われてきたことが、農村の現状を説明するうえ

でも有効なのかどうかという視点。ある程度までは、結婚研究の知見によって、農村の現

実を説明できるのかもしれないが、もしかすると、農村ならではの事情によって、結婚研

究で議論されてきたことでは言い尽くせないことが出てくるかもしれない。本研究では、

そこを見逃さないように注意したい。 

以上を踏まえ、本研究では「持続可能な農村づくりにおける結婚支援事業の意義」につ

いて考えてみたい（注 1-2）。ただし、このままだと扱うテーマが大きすぎるため、表 1-1 の

ような小テーマを経由することで、この大テーマに接近することにする。 

  

表 1-1 本研究の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注 1-2）農村の結婚を扱った研究はこれまでに蓄積されている。具体的には、巻末の参考

文献を参照頂きたいが、これまでの研究の多くに共通する特徴は、結婚の当事者、

特に女性に焦点が当てられてきたということである。なかでも、近年の特徴とし

ては、主に東南アジア出身の女性が農村の後継ぎ男性に嫁ぐ際の葛藤や制度的課

題を取り上げたものが見られる。これに対して本研究は、当事者というよりも「支

援」という制度の側から農村の結婚の理解に迫ろうとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

大テーマ 方法 章

④
その方達は、現在、

どのような現実に直面しているのか？

⑤ 以上をまとめると何が言えるのか？ 8

小テーマ

スケールごとの聞取り

4

5

6

7

持
続
可
能
な
農
村
づ
く
り
に
お
け
る

結
婚
支
援
事
業
の
意
義

統計資料・関連書籍・
webページを通した情報収集

① 結婚一般の状況はどのようなものか？
2

　

3

農村で結婚支援に携わる方々は
どのような人達なのか？

②

③
その方達は、これまで、

どのようなことをやってこられたのか？
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図 1-1 「日本経済新聞」（2019 年 9月 25日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 「北海道新聞」（2021 年 1月 18日、夕刊） 
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第３節 調査対象の選定と調査内容 

 

 本研究では、農村における結婚支援事業の全体像を把握した上で、以下のように 3 つの

スケールに分類して事例の選定を行った（図 1-3、図 1-4）。 

 1 点目は「全国」スケールであり、ここには、総務省や内閣府を含む、全国レベルで展開

する活動ならびに活動主体が含まれる。この層からは、各省庁による全国統計調査のほか、

NPO 法人全国地域結婚支援センターや日本結婚相談所連盟（㈱IBJ 主宰）等、全国を活動範

囲とした組織や、近年の web を介した農業専門婚活サービスである「Raitai」を選定した。 

 2 点目は、「都道府県」スケールである。ここには、政府の方針を視野に入れつつ、各自

治体、各地域独自に計画を策定し、その計画に沿って各種の取組みを実施していく活動な

らびに活動主体が含まれる。この層からは、全道の統括的組織である、（公財）北海道農業

公社とそこが後援する北海道農業女子ネットワーク「はらぺ娘
こ

」、北海道が主管する結婚サ

ポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」の団体を選定した。加えて、戦後の北

海道における結婚支援の先駆的組織となった、NPO 法人北海道マリッジ・カウンセリング

センターを取り上げた。 

 3 点目は、「地域」スケールである。ここには、市町村（農業委員会・教育委員会等）や

JA、普及センター等によって各地で組織される「地域協議会」が含まれる。農村での結婚

支援の最前線において中心的な役割を担う組織である。他にも地域協議会の活動と部分的

に重なる形で展開される、自治体や JA 独自の取組みも含まれる。 

この層については、稲作地帯から JA きたそらちと JA ながぬま、そして、特に空知地域

を中心に活動する NPO 法人赤い糸プロジェクトを選定した。畑作地帯からは、美幌町農業

担い手対策協議会と JA きたみらい、酪農地帯からは浜頓別町農村花嫁対策推進協議会と別

海町産業後継者対策相談所を選定した。 

 当然ながら、今回取り上げた事例のほかに、特徴的な取組みをされている地域、組織は

数多く存在する（注 1-3）。それらに対するアクセスは引き続きの作業としたい。 

 なお、調査方法は、文献や web を中心とした資料収集のほか、関係機関への聞取り調査

（対面・オンライン）である。調査項目の一例は表 1-2 の通りである。 

 

（注 1-3）一例として「北の田舎暮らし地遊人事業」や「愛タウン事業」等のユニークな農

村体験移住策を打ち出してきた置戸町の取組み等がある。他には、苫小牧市にお

ける広域連携の取組み（市・苫小牧信用組合・苫小牧青年会議所）や、旭川市で

の同じく広域連携の取組み（市・旭川信用金庫）等がある。 
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図 1-3 調査スケールと事例の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 選定事例の所在地 
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表 1-2 調査項目の例 

 

１． 活動の経緯について 

① 組織の発足年、構成メンバー 

② 人員体制（機構図・相談員配置状況・変遷） 

③ その他 

 

２． 活動（農村における結婚支援）の内容について 

① 活動（対策）の主な対象者 

ア）地域在住あるいは U ターン予定の農家子弟 

イ）農業雇用者 

ウ）新規参入者 

エ）短期滞在者（酪農ヘルパー・地域おこし協力隊…） 

オ）農業関連・農業以外の就労者（JA 職員・役場職員…） 

カ）その他 

② 各対象者の把握方法 

③ 各対象者に対する取組内容 

④ 活動上の難しさ（例：女性後継者と非農家男性の交流等） 

⑤ 年間行事 

⑥ 相談件数や内容の変化 

 

３． 他機関との連携について （JA や役場、各種協議会等との連携の経緯等） 

 

４． 農村における結婚支援に対するお考え（今後の意向含む） 

   （例：活動の拡充、あるいは見直し） 

 

５． その他 

 

 

第４節 本報告書の構成 

 

 ここまで本研究の概要を述べてきたが、以下からは次のような構成をとる。 

第 2 章では統計資料や関連資料を通じて結婚の概況を、第 3 章では民間企業を代表に、ビ

ジネスとしての結婚支援の近年の動向を確認する。第 4 章では、農村における結婚の構図

を、支援の主体と経路について把握する。第 5、6、7 章では、全国、全道、地域のそれぞ

れのスケールからみた取組みについて整理する。第 8 章では、農村における結婚支援につ

いて、現時点で言い得ることを整理し、本報告書のまとめとする。 
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第2 章 統計資料に基づく結婚概況の把握 

 

 本章では、結婚に関する現状を把握するために、結婚研究で用いられることの多い婚姻

率、平均初婚年齢、未婚率等の指標を取り上げる。各指標をできるだけさかのぼれる範囲

で確認することによって、日本全国ならびに北海道における結婚の傾向を把握する。 

 

第１節 婚姻率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 婚姻率の推移（全国・北海道） 

 

資料：「平成 30 年人口動態統計」、各年「人口動態統計」（厚生労働省）より作成。 

注 1：1944（昭和 19）年～1946（昭和 21）年は、戦災による資料喪失等のため未記載。 

注 2：1947（昭和 22）年～1972（昭和 47）年は沖縄県を含んでいない。 

 

婚姻率とは、人口 1,000 人に対する婚姻件数の割合である。年間の婚姻件数を、調査年

（10 月 1 日現在）の日本の総人口で除したものに 1,000 を乗じて算出される。 

図 2-1 を見ると、全国的には、1899（明治 32）年の 6.9 以降、婚姻率はしばらく 7～10

の間を推移している。その後、1940（昭和 15）年、1941（昭和 16）年に、それぞれ、9.3、

11.0 に上昇する。1941（昭和 16）年は、人口増強政策推進のために「産めよ、殖やせよ」

が閣議決定された年である（人口政策要綱）。 
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1947（昭和 22）年の 12.0 をピークに婚姻率は低下するが、1970（昭和 45）年には、10.0

と再び 2 桁に上昇する。この時期は、第一次ベビーブーム世代が結婚し始める頃である。

しかし、その後は、1987（昭和 62）年の 5.7 まで低下の一途をたどる。以降は、緩やかな

上昇と下降が見られるものの、全体的には低下傾向にあり、2018（平成 30）年は統計史上、

最も低い値である 4.7 となっている。北海道も、全国の傾向と重なる形で推移しており、

現在に至るまで婚姻率は低下を続けている。 

 

第２節 平均初婚年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 平均初婚年齢の推移（全国・北海道：男女別） 

 

資料：「平成 30 年人口動態統計」、各年「人口動態統計」（厚生労働省）より作成。 

注 1：1944（昭和 19）年～1946（昭和 21）年は、戦災による資料喪失等のため未記載。 

注 2：1947（昭和 22）年～1972（昭和 47）年は沖縄県を含んでいない。 

注 3：1950（昭和 25）年、1955（昭和 30）年、1960（昭和 35）年、1965（昭和 40）年は

結婚式を挙げた時の年齢、1970（昭和 45）年以降は結婚式を挙げた時または同居を

始めた時のうち早いほうの年齢。 

 

 平均初婚年齢とは、各年に婚姻届を提出し、結婚式を挙げた時あるいは同居を始めた初

婚者の平均年齢である。 

図 2-2 によると、1930 年以前は夫が 27 歳代前半、妻が 23 歳代前半で平均初婚年齢は推
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移しているが、1930（昭和 5）年以降から夫妻ともに上昇している。戦後は、夫妻ともに

1950（昭和 30）年から 1960（昭和 35）年代前半まで上昇する。第 2 次ベビーブーム期を

含む 1970（昭和 50）年代前半には、夫妻ともに平均初婚年齢は低下するが、夫は 1973（昭

和 48）年の 26.7 歳、妻は 1972（昭和 47）年の 24.2 歳を底に、現在に至るまで上昇傾向を

続けている。2018（平成 30）年時点の平均初婚年齢は、夫 31.1 歳、妻 29.4 歳である。 

北海道について見ると、全国傾向に対して夫の平均初婚年齢が低く推移していることが

分かるが、夫・妻ともに全国の傾向とほぼ重なる形で推移していると言える。 

 

第３節 未婚率 

 

 総務省の「国勢調査」によると、未婚率はここ数十年の間、全国的には、男性は 31%台、

女性は 23%台で推移している（表 2-1）。未婚率とは、15 歳以上人口に占める未婚者の割合

である。15 歳以上人口のうち、配偶関係が「不詳」の者を除いた人数を分母、未婚者数を

分子にして計算した値である。平たく言うと、被調査者のうち、男性の 10 人に 3 人、女性

の 10 人に 2 人が未婚者ということになる。北海道では、男性はいずれの調査年でも全国平

均よりも低い水準にあるが、上昇傾向にある。一方、女性は全国平均よりも低い水準で推

移していることがわかる。 

表 2-1 未婚率の推移 

 

 

                        

                       

 

 

 

資料：「国勢調査」（総務省）より作成（単位は%）。 

 

 次に、年齢別にみた全国の未婚率の推移をみておきたい（図 2-3、図 2-4）。上の定義と

同様に、たとえば、「20～24 歳」の未婚率とは、この年代の人口のうち、配偶関係が「不

詳」の者を除いた人数を分母に、この年代の未婚者数を分子にして計算した値である。こ

れによると、ここ 100 年ほどの間、男女ともにどの年代においても未婚率は上昇傾向にあ

ることがわかる。近年は上昇傾向に以前ほどの勢いはないものの、全体的には漸増傾向に

ある。 

年代別にみると、「20～24 歳」が他の年代よりも高位であり、男性よりも女性において

この年代の上昇傾向が激しいことがわかる。男女ともに若年層ほど未婚率が高く、高年層

になるほどその値は低い。 

北海道 全国 北海道 全国

1990（H2） 27.8 31.2 22.7 23.4

1995（H7） 29.0 32.1 23.4 24.0

2000（H12） 28.9 31.8 23.0 23.7

2005（H17） 29.1 31.4 22.7 23.2

2010（H22） 29.9 31.9 22.8 23.3

2015（H27） 29.8 31.8 22.6 23.2

男性
年

女性
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図 2-3 年代別未婚率の推移（全国：男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 年代別未婚率の推移（全国：女性） 

 

資料：「国勢調査」（総務省）より作成。 

注 1：割合は、分母から「不詳」の者を除いて算出。 

注 2：1950（昭和 25）年と 1955（昭和 30）年の調査では、沖縄県の

70 歳以上人口（男女とも）を除いている。 
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第４節 出会いのきっかけ 

 

 次に未婚者の「出会いのきっかけ」について見てみたい（表 2-2、表 2-3）。国立社会保

障・人口問題研究所の実施する「出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」のな

かにこのことを知る項目がある。対象は、「異性の交際相手がいると回答した未婚者（35

歳未満）」である。これによると、男女ともに「職場や仕事関係で」、「学校で」、「友人・き

ょうだいを通じて」の合計が、ほぼ全ての調査時点で 7 割近くを占めている。反対に、「結

婚相談所で」を含む、それ以外のきっかけについては低い割合に留まっている。特に、「見

合いで」の割合が男女ともに低下傾向にあることがわかる。 

 

表 2-2 未婚者（35歳未満）における交際相手と出会ったきっかけ（男性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-3 未婚者（35歳未満）における交際相手と出会ったきっかけ（女性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所）各回より作成。 

注 1：第 8 回調査（1982 年）では、複数の交際相手についての回答を含めているので合計

が 100%にならない。 

注 2：第 12 回～第 14 回調査の「その他」には、「情報メディア」が含まれる。 

調査年次
（調査）

総数
（客体数）

職場や
仕事関係で

学校で
友人・き

ょうだいを
通じて

幼なじみ･
隣人関係

サークル

活動･習い

ごとなど

街なかや
旅先で

アルバ

イトで
見合いで

結婚相

談所で
その他 不詳

1982年

（第8回調査）

109.5%

（1,604）
22.0 30.9 5.9 18.2 13.2 13.2 2.2 0.1 0.6 3.2

1987年

（第9回調査）

100%

（1,514）
29.7 21.9 16.1 2.5 9.9 8.9 1.4 0.1 1.8 7.7

1992年

（第10回調査）

100%

（1,918）
26.6 22.9 16.9 2.2 9.0 5.8 7.9 1.3 0.2 1.8 5.3

1997年

（第11回調査）

100%

（1,651）
23.0 22.1 21.4 2.8 9.2 7.7 5.8 2.7 4.1

2002年

（第12回調査）

100%

（1,417）
22.7 20.5 21.9 2.3 7.1 5.6 7.9 0.6 5.1 6.2

2005年

（第13回調査）

100%

（1,292）
24.5 18.7 22.5 2.2 8 4.6 6.7 0.5 0.2 4.3 7.7

2010年

（第14回調査）

100%

（1,246）
21.7 22.3 23.9 2.8 6.8 4.9 4.7 0.5 0.3 4.5 7.5

2015年

（第15回調査）

100%

（735）
18.5 27.8 20.7 2.6 6.3 5.0 5.4 0.7 0.4 5.2 7.5

1.2

調査年次
（調査）

総数
（客体数）

職場や
仕事関係で

学校で
友人・き

ょうだいを
通じて

幼なじみ･
隣人関係

サークル

活動･習い

ごとなど

街なかや
旅先で

アルバ

イトで
見合いで

結婚相

談所で
その他 不詳

1982年

（第8回調査）

113.0%

（1,386）
32.5 29.1 16.8 5.7 12.7 9.3 2.7 1.1 3.1

1987年

（第9回調査）

100%

（1,465）
30.7 21.3 19.8 2.2 9.1 6.9 2.2 0.1 1.6 6.1

1992年

（第10回調査）

100%

（2,002）
29.6 19.6 18.9 2.4 8.4 5.0 8.4 1.4 0.1 2.5 3.6

1997年

（第11回調査）

100%

（1,854）
28.6 21.0 20.2 1.9 7.8 6.5 7.3 2.1 3.2

2002年

（第12回調査）

100%

（1,729）
25.2 17 26 1.3 7.1 4.9 8.7 1 0.2 5 3.7

2005年

（第13回調査）

100%

（1,519）
24.2 20.9 24 2.6 6.1 5 6.4 0.5 0.1 4.9 5.4

2010年

（第14回調査）

100%

（1,564）
23.2 21.4 23.3 1.8 7.5 3.5 5.6 0.6 0.4 4.8 8.1

2015年

（第15回調査）

100%

（975）
21.5 23.7 20.9 1.8 7.2 3.5 6.7 0.4 0.5 6.3 7.5

1.3
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第５節 結婚の意思 

 

先述の「出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」のなかに、未婚者の結婚の

意思を把握できる調査項目がある。 

表 2-4 によると、「いずれ結婚するつもり」と回答した人が、男女ともに微減傾向を示し

つつも 9 割近くで推移していることが分かる。反対に、「一生結婚するつもりはない」と回

答した未婚者の割合を見ると、男女ともに微増傾向にあるが、その割合は 1 割程度に留ま

っている。2015 年時点では、「いずれ結婚するつもり」と考えている未婚者が、男女とも

に圧倒的多数を占めているのが現状である。 

 

表 2-4 未婚者の結婚の意思（18～34歳の未婚者対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「第 15 回出生動向基本調査」（国立社会保障・人口問題研究所）の「独身者調査の結

果概要」より作成（単位は%）。 

 

第６節 まとめ 

 

 以上から把握しうる結婚の概況は次のようになろう。すなわち、以前に比べて結婚する

人が減り（婚姻率の低下・未婚率の上昇）、結婚するにしてもその年齢は上昇傾向にある。

一方で、未婚者が交際相手と出会うきっかけは、依然として「学校」や「職場」等が多数

を占める。では未婚者の結婚の意思はどうかというと、それは、若干の低下傾向は見られ

るものの、高い水準を維持している。統計資料からはこのように理解しうるのである。 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性

100%

男性 3,299

女性 2,605

100%

男性 4,215

女性 3,647

100%

男性 3,982

女性 3,612

100%

男性 3,897

女性 3,494

100%

男性 3,139

女性 3,064

100%

男性 3,667

女性 3,406

100%

男性 2,705

女性 2,570

いずれ結婚するつもり 一生結婚するつもりはない 不詳調査年次
（調査）

総数
客体数

91.8 92.9

1992年

（第10回調査）

1997年

（第11回調査）

2002年

（第12回調査）

90.2

89.1

88.3

1987年

（第9回調査）

2005年

（第13回調査）

2010年

（第14回調査）

2015年

（第15回調査）

90.0

85.9

87.0

87.0

86.3

85.7

90.0

89.4

89.3

4.5

4.9

6.3

5.4

7.1

9.4

12.0 2.3

4.6

5.2

4.9

5.0

5.6

6.8

2.7

2.5

4.6

6.0

6.7

4.3

3.8

8.0

3.7

5.1

7.8

7.7

5.9

4.3
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第3 章 ビジネスとしての結婚支援 

 

第１節 「成長産業」としての結婚支援事業 

 

 近年、いわゆる「婚活」を支援する事業を大手民間企業も取り組むようになっている。

大手民間企業の農村への参入は、一部の都市近郊農業地帯を除いてまだ本格的には始まっ

ていないが、農村における今後の結婚支援の状況を考える上でこれらの動向に目を配って

おく必要はある。 

「婚活」という言葉の生みの親の一人である社会学者の山田昌弘は、現代は「婚活なし

では結婚が難しい時代」であると指摘し、結婚支援事業に対する社会的需要を示唆してい

る［山田 2019］。この主張を裏付けるように、現在、「婚活ビジネス」は成長を遂げている。 

民間の結婚支援事業の国内最大手である㈱IBJ によると、婚活市場の現在の規模は約 660

億円であり、未婚者の結婚意思の強さ（注 3-1）を考慮すると、潜在的な市場規模は 1 兆円

にも達するという（2019 年 12 月期第 3 四半期決算説明資料より）。 

コロナ禍においても、従来の参集型の婚活イベント（パーティー事業）は、売上を 2020

（令和 2）年 3～4 月に大幅に減少させたものの、感染対策の徹底を通じてその後すぐに回

復傾向を取り戻し、9 月には 2 月時点の約 8 割まで売上を回復させている（2020 年 12 月期

第 3 四半期決算説明資料より）。 

公的機関による市場規模に関する調査は、やや古いのだが、2006（平成 18）年に経済産

業省によって行われたものがある。その報告書によると、市場規模は当時で 500～600 億円

と試算され、各種サービスを利用する会員数は 60 万人程度、民間事業者は全国で 3,700～

3,900 社程度あると推測されている［経済産業省商務情報政策局サービス産業課 2006］。 

ビジネスとしての結婚支援が盛況を維持する背景として、メディアの影響も看過できな

い。2014（平成 26）年からは、婚活ビジネスに関するテレビ CM が解禁され、ビジネスと

しての婚活が一般にも知られるようになる。日本民間放送連盟（民放連）の放送基準では、

これまで当該ビジネスに関するテレビ CM については、「私的な秘密事項の調査を業とす

るものは取り扱わない」（第 109 条）とされ、放送には規制がかけられていた。同基準の解

説文でも「探偵業」等と並んで「結婚相談所」がその実例として示されていた。しかし、

2014 年 6 月に、この条項は「人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・

収集・利用するものは取り扱わない」（第 14 章第 109 条）と改正され、解説文からは「結

婚相談所」の文言が削除されることになった［佐藤 2019：120-121］。 

 

第２節 婚活ビジネスにおける仲人型・データマッチング型、マッチングアプリ 

 

 このような婚活ビジネスに対する「規制緩和」により、現在は大手民間結婚支援企業の
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活動環境が整備されつつある状況にある。現在の代表的な企業は表の通りである。これら

の企業の大きな特徴は、第 1 に、初婚者だけではなく再婚者も対象にしている点であり、

第 2 に、「仲人型」と「データマッチング型」の業務形態を組み合わせている点である。 

「仲人型」とは、従来の結婚相談所のように当事者同士の間に専門スタッフが介在する

形態である。介在者は、企業によって「カウンセラー」や「コンシェルジュ」等と呼ばれ

ており、未婚男女の結婚への希望をくみ取り、両者間の調整を経て成婚に導く役割を果た

す。今般のコロナ禍では従来の対面型に加え、オンラインでの面談が主要な業務になって

いる。「データマッチング型」とは、希望の条件を満たす相手を web 上のシステムを介し

て当事者自身が検索する形態である（注 3-2）。いわゆる「マッチングアプリ」と類似して

はいるが、専門スタッフによるサポート体制がある点に大きな違いがある（注 3-3）。 

「マッチングアプリ」は、アプリ運営者に利用料を支払った者同士が基本的には自由にメ

ッセージのやり取りをする場である。2019（令和元）年 10 月時点で運用されているアプリ

は 200 以上にのぼり、年間売上は 120～130 億円程度であると言われている［有薗 2020：

38-40］。 

このようなアプリには他業種からの参入の動きも見られる。たとえば、TSUTAYA（ツタ

ヤ）を運営する CCC（カルチュア・コンビニエンス・クラブ）グループは、2019（令和元）

年 10 月より、マッチングアプリ「D-AI（デアイ）」を開始している。TSUTAYA の発行す

る T カードに蓄積された行動、購入履歴のデータを AI に学習させることで、衣食住とい

ったライフスタイルや価値観の合う最適な相手を紹介する仕組みである（CCC ニュースリ

リース 2019.10.15 より）。 

表 3-1 代表的な大手民間結婚支援企業（創業年順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名・商標名 創業年 備考

㈱オーネット 1980
2007年にOMMG（1980年創業）から事業承継。

2018年に楽天グループからポラリス・キャピタル・グループ㈱へ売却。

ハピライズ㈱
「サンマリエ」

1981 2019年に㈱IBJの子会社化

㈱ツヴァイ 1984 元イオングループ子会社。2020年に㈱IBJの子会社化。

㈱結婚情報センター

「Nozze（ノッツェ）」
1993

㈱ウェブ 1994 2015年に㈱農協観光（Nツアー）と業務提携

㈱エクシオジャパン 1996 婚活、ウェディング事業のほか、飲食・保育関連事業も展開。

㈱ウィルコミュニケーションズ

「White Key」
2000 札幌発

プライムマリッジ㈱
「フェリーチェ」

2003 男性は医師・歯科医師限定。他には大卒限定「クラブオーツー」。

㈱IBJ 2006 国内最大手。2,551社（2020年9月時点）が加盟する日本結婚相談所連盟を主宰。

㈱パートナーエージェント 2006 2019年にエン婚活エージェント㈱関連会社化

㈱リクルートゼクシィなび
「ゼクシィ縁結びエージェント」

2008 リクルート社100％出資法人。

エン婚活エージェント㈱ 2016 エン・ジャパングループ

資料：各企業の web サイトより作成（2021 年 3 月 1 日現在） 
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第３節 電子データを用いた婚活ビジネスの始まり 

 

現代の民間企業による結婚支援事業の嚆矢は、1970（昭和 45）年代のドイツのアルトマ

ン社による電子データ活用ビジネス（結婚情報サービス業）の普及にあるとされている［山

田 1996：149-154］。アルトマン社はこの時期から会員獲得を開始するとともに、同時期に

日本に誕生していた「配偶者選択システム研究所」と「大阪結婚医学ガイダンス」を前身

とする「オーエムエムジー（OMMG：Osaka Medical Marriage Guidance）」を 1980（昭和 55）

年に設立している。ちなみに、大手民間企業のオーネット社は、2007（平成 19）年に OMMG

から事業承継する形で創業されている。 

アルトマン社の進出ならびに OMMG の事業開始により、それまでの結婚支援のあり方

が大きく相対化されることとなる。第 1 に、以前は知人や縁者という「狭い範囲」に限ら

れていた紹介のネットワークが社会的、地理的な制約を越えて広がり、候補となる相手が

「次から次へと紹介される」ようになった。第 2 に、知人や縁者からの紹介ということで

以前は断りにくかった縁談も、仲介者に気兼ねなく「気軽に断ることができる」ようにな

った。第 3 に、サービスを利用するために求められる比較的高額な料金が、結婚に臨む「真

剣さの表れ」として肯定的にとらえられるようになった。 

このように、電子データを基にしてビジネスとして行われる結婚支援は、「異性の品評会」

［山田 1996：153］とも呼ばれ、それまでの結婚支援にはなかったものであった（注 3-4）。 

話を現在の大手民間企業に戻すと、近年は結婚支援に留まらず、暮らし全般に事業範囲

を拡大しようとする動きも見られる。先述の㈱IBJ を例に挙げると、事業の主軸となる結

婚支援業務に加え、新たに結婚支援事業を開始するための起業のノウハウを希望者に提供

すること、また、2016（平成 28）年からは「ライフデザイン事業」への着手を表明してい

る。そして、今後の方針として、地方銀行や日本郵政グループとの提携と並んで、農業共

済組合（NOSAI）との提携も打ち出していた（2019 年 12 月期第 3 四半期決算説明資料よ

り）。 

 

第４節 農業専門婚活サービスの登場－Raitaiを事例に－ 

 

近年、「Raitai（ライタイ）」（2017 年開始）や「あぐりマッチ」（2020 年開始）といった

農業専門の婚活サービスが登場し、利用が開始されている（資料 1・2）。前者は農業者自

身が開発、運営している点に、後者は、農業に理解を示す東京大学農学部の現役大学生・

OB によって開発、運営されている点に特徴がある。先の分類にならうならば、Raitai は運

営者をカウンセラーとした「仲介型」であり、あぐりマッチは「マッチングアプリ」であ

る。以下ではこのうち、Raitai について報告する。 
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 資料 2 あぐりマッチのホームページ（トップ） 

＊ 2021.03.08 閲覧 

 資料 1 Raitai のホームページ（トップ） 

＊ 2021.03.08 閲覧 
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１． 事業開始の背景 

農業専門婚活サイト「Raitai～恋の種まき」のサービス開始は2017（平成29）年3月であり、

運営主体は㈱Raitaiである。当サイトは、農業者自身が立ち上げ運営している点に独自性が

ある。 

Raitai は、千葉県の女性農業者が立ち上げた農業専門婚活サイトである。2017（平成 29）

年のサービス開始以降、「女性の農業進出を応援する」をコンセプトに、特に未婚男性農業

者と、農業に関心のある未婚女性の結婚を後押しする事業を展開してきた。 

代表の岩立氏は、2010（平成 22）年にそれまで勤めていた会社を退職し、宮崎県綾町で

の研修を経て 2016（平成 28）年まで千葉県にて 1 人で有機農業を営んでいた。この間、並

行して新農業人フェアにて女性向けの相談員としても活動しており、この時の経験から、

女性単独での農業進出に難しさを感じるようになる。そんななか、ひとつの解決法として

「農家の嫁」になることを見出し、2014（平成 26）年には現在のパートナーである岩立農

園の後継者と出会い、結婚に至っている。 

 

２． 事業内容 

2020（令和 2）年 12 月現在の登録者数は、男性が約 130 名、女性が約 200 名である。男

性の多くは農家（専業・兼業）であり、他には農業法人勤務者や新規就農希望者、少数だ

が非農家出身者もいる。登録者のエリアとしては、千葉県や茨城県が多いが、北海道の登

録者もいる。年齢については 20 代～40 代半ばが最も多い。少数だが再婚希望者や外国人

もいるという。 

一方、女性の多くは関東 1 都 3 県の非農家出身者であり、少数だが農家の跡取り娘もい

る。年齢としては 30 代が最も多い。当然ながら、男女ともに独身であることが条件である。 

登録希望者は全員、岩立氏と 45 分の面談（電話・web）を行うことになっており、登録

者の人柄や結婚に対する姿勢を代表自身が確認する作業が行われている。登録者は、サイ

トを通じて他の登録者とメッセージのやり取りを行えるほか、管理人（岩立代表）へ相談

することもできる。 

その他には、2020（令和 2）年 4 月開始の「婚活必勝セミナー」（男性向け）や、姉妹サ

イトとして同年 8 月に立ち上げた「田舎暮らしをしたい同士が出会える婚活サイト ijyuu

（イジュウ）」等の利用も可能になっている。 

 

３． 農業者の結婚支援に関する考え 

運営上、特に意識していることは以下の4点である。 

1 点目は、農家の婚活において、イベント開催という方法だけに頼ることについては再考

の余地があるという点である。男性の積極性が乏しいと言われるが、1 対 1 になれば相手と

きちんと話せる人は多い。大人数での婚活イベントでは、どうしても話の上手な人だけに

注目が集まり、それ以外の人は隅に追いやられる。イベント開催という方法を継続するの
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ももちろん大切だが、その一方で、マッチングサイトのように、1 対 1 のやり取りを丁寧に

サポートしていくのが、農家の婚活には向いているのではないか。 

2 点目は、「イベントありき」に対する問題意識にもつながるが、農村の結婚支援に対す

る現在の自治体や JAの予算の使い方がイベントの開催に偏りすぎているように見える点で

ある。それとは別に、マッチングサイトへの登録料を補助するというような予算の使い方

があっても良いのではないだろうか。現在、少数ではあるが、このような取り組みも出て

きている（例：北海道北部の自治体）。特に今回の新型コロナウィルスの影響で、人が集ま

るイベントができない状況では、サイト上での婚活への期待は高まると考えられる。 

3 点目は、サイトの運営はあくまで「フィールドの提供」であるという点である。当事者

が出合うための場を提供することは重要だが、それだけでは物事は進んでいかない。この

点を補うために、結婚仲人を育てる取組みや、「セミナー」の開催を位置付けている。 

4 点目は、女性に対する助言のなかで「決して無理してはいけない」と心がけている点で

ある。嫁が農作業をしないといけないというのを「あたりまえ化」したくないし、結婚後

すぐの親世帯との同居も勧めない（むしろ全力で止める）。岩立氏自身が「農家の嫁」とい

うこともあり、相談してくる女性には安心感がある印象である。 

 

４． 今後の展開について 

現在の展開エリアは関東圏、北海道が主だが、基本的には全国規模での人の移動に関わ

っていく予定である。全国規模での人の移動に関わる取組みであるため、地域によっては

人口流出を助長するような事業になる側面もある。Raitaiの姉妹サイトとして 2020（令和 2）

年 8 月 11 日に開始した「田舎暮らしをしたい同士が出会える婚活サイト ijyuu」もその流

れに位置付けられる。ただ、農村の結婚を含む地域振興に関わる人には、人が「出ていく

かもしれないけど入ってくるかもしれない」という構えで取り組むことが大切ではないか。

この点は参加者（男女とも）を近隣市区町村に限定（地域クローズド）した既存のマッチ

ングの取組みと大きく異なる点である。 

北海道との関係でいうと、JA とまこまい広域青年部とは、サイト立ち上げ時から付き合

いがある（イベント開催の委託）。今年度に入ってからは JA きたみらいからも依頼を受け、

サイトの説明資料を JA に郵送した。その結果、JA きたみらい管内の約 140 名の未婚農業後

継者のうち、少なくとも 3 名が登録した。 

他機関との連携について、現在は、少数の JA や自治体との付き合いはあるが、基本的に

は単独で行っているという認識である。 
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（注 3-1） 「第 15 回出生動向基本調査」（2015 年、国立社会保障・人口問題研究所）の「独

身者調査の結果概要」によると、未婚者の結婚の意思として「いずれ結婚する

つもり」と回答したのは、男女（18～34 歳の未婚者）ともに回答者の 9 割弱（男：

85.7%、女：89.3%）を占めている。 

（注 3-2） 結婚支援における「仲人型」事業と「データマッチング型」事業（およびマッ

チングアプリ）の関係は、農業労働力確保における JA 等の職員を通じた職業

紹介事業と、マッチングサイトを通じた当事者同士の直接交渉の関係と同じで

ある。 

（注 3-3） 民間企業によるものではないが、近年は自治体による結婚支援の取組みに AI

やビッグデータが活用される例もみられるようになっている。内閣府はシステ

ム導入費・運営費の補助を拡充する方針を示している（北海道新聞 2021.01.18）。 

（注 3-4） ただし、先述の山田昌弘はこのような「利点」が結婚が決まらないことを助長

していると指摘している［山田 1996：152-154］。なお、山田は、結婚支援なら

びに結婚支援者に対するコンサルタント業務を主な事業とした「一般社団法人 

結婚社会学アカデミー」を 2017（平成 29）年 8 月に設立している。 

 

資料 3 Raitai パンフレット（表面） 
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第4 章 農村における結婚の構図 

 

第１節 支援の主体 

 

ここで改めて、農村の結婚の構図を整理しておきたい。まず、多くの場合、自治体、農

業委員、農協等によって構成される地域協議会が支援の主体となる。名称は地域によって

様々であり、「農業担い手対策協議会」や「農村花嫁対策推進協議会」、最近では、「グリー

ンパートナー推進協議会」等の名称が用いられている。なかでも中核的な役割を担うのが

農業委員であり、農業委員会が事務局を務める場合が多い。 

協議会の活動と部分的に重なる形で、市町村や農協等が独自に支援を行う場合もある。

近年の北海道では、富良野市における「出会い総合サポート室」（2016 年設置）や十勝清

水町の「コイノヨカンプロジェクト」（2019 年開始）、JA ながぬま「グリーンパートナー

実行委員会」（2006 年設置）などがその例である。 

その際には、専門の NPO 法人や民間事業者に委託する場合も見られる。結婚支援におけ

る「現場」に最も近いところで活動される方々が、地域協議会から委嘱される相談員の方々

や、自治体職員、農協職員である。 

参考までに府県の JA による取組みの例を表 4-1 に整理した。これによると、民間大手結

婚支援企業に委託する例（JA 東京中央）や、行政と密に連携する例（JA さいかつ・JA い

るま野、JA 愛知東・JA あいち三河、JA えひめ中央等）のほか、「しあわせづくりカード」

等を活用する例（JA 信州うえだ、JA しおのや等）や、独自に結婚相談所を開設する例（JA

信州うえだ、JA さがみ等）があり、JA ごとに様々な取組みが行われていることがわかる。

また、近年では、JA グループの農協観光（N ツアー）と民間大手結婚支援企業が業務提携

をする動きも見られる。 

地域協議会や自治体、農協等の実施主体のうえに、北海道（農業担い手育成センター、

保健福祉部、各振興局）、全国組織、国（内閣府、総務省）の取組みがある。全国組織の例

としては、NPO 法人全国地域結婚支援センターや日本結婚相談所連盟（IBJ 主宰）等があ

る。 

北海道では、北海道農業担い手育成センターである（公財）北海道農業公社と、道から

委託を受けた（株）ノヴェロによって運営される結婚サポートセンター「北海道コンカツ

情報コンシェル」（2015 年～）が、全道を網羅する統括的な役割を担っている。 
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表 4-1 府県 JAで実施されている結婚支援事業の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都府県 組織名 摘要

岩手 JAいわて花巻 婚活支援事業。日本結婚支援協会代表理事　田口智之氏によるサポート。

新潟 JA越後ながおか
青年部。「農コンinながおか～大人の婚活～」。

ホテルニューオータニ長岡との共同プロジェクト。2015年～？

JA金沢市

JA金沢中央

長野 JA信州うえだ
くらしの相談課、結婚相談所「出会いのオアシス」。
登録料3,000円（2年間）。「しあわせづくりカード」

東京 JA東京中央 結婚相談所「ゼクシィ縁結びカウンター」（リクルートマーケティングパートナーズ運営）に委託。

JAさがみ
JAさがみ結婚相談所開設。各支店・営農経済センターが結婚相談連絡所。

組織経済部組織企画課。

JAはだの 結婚相談所開設（1981年～）。

JAさいたま 結婚相談会開催。相談員配置。

JAさいかつ 人事企画課。

JAいるま野
JAいるま野結婚相談所開設。生活組織課。「しあわせづくりカード」。

川越、北部、東部、所沢、入間、狭山、西部の7つある結婚相談所の相談員。

JAちばみどり 婚活支援「ちばみどりHappy2（ハッピーツー）」。登録無料。

JAいすみ 結婚相談員2名。年に数回、結婚相談会を開催。

栃木 JAしおのや
結婚相談事業。結婚相談員配置。「しあわせづくりカード」発行（登録期間2年）。

TACが事務局。2013年～。管内5地区に結婚相談員を5人ずつ配置。営農企画課（2016年～）。

JA愛知東
愛知東結婚相談所。JA愛知東（総合企画部組合員課）が事務局。

新城市、設楽市、東栄町、豊根村の支援。結婚相談員17名委嘱。

「いい人見つけよう大会」主催（年5回）。参加はJA組合員かどうかを問わない。行政から婚活受託。

JAあいち三河
行政・農協観光と連携。地元行政との連携は全国的に珍しい。
内閣府の優良事例に選出（2019年）。

JAなごや 「Duet」。JAなごや結婚相談室。

島根 JAしまね 「パートナーセンターくにびき」（松江市とくにびき地区本部による結婚相談所）

愛媛 JAえひめ中央
青壮年部。「縁結び支援活動」。
愛媛県「えひめ結婚支援センター」に登録。婚活セミナーや婚活イベント主催。2015年～。

JAグループ

（Nツアー）

結婚情報会社「ウェブ」との業務提携。2015年。JA向け婚活イベントを共同で企画・運営。

JA職員、組合員の結婚支援。「パートナーエージェント」とも業務提携。2015年。

JA建設クリエイトさが 出会い結婚応援企業（佐賀県）認定。

（2021.03.01現在）

その他

石川 「JA婚」主催。いしかわ結婚支援センター事務局。

愛知

神奈川

埼玉

千葉
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第２節 農村の結婚の 3経路 

 

農村を舞台に結婚が行われる経路は、大きく次の 3 つに分類できる（図 4-1）。 

 

① 「農村在住の未婚男性（多くが後継者）」に「都市在住の未婚女性（非農家）」が嫁ぐ 

② 「農村在住の未婚女性（後継者含）」に「都市在住の未婚男性(非農家)」が婿入りする 

③ 「農村在住の未婚男性（女性）」と「農村在住の未婚女性（男性）」が結婚する 

 

1 つ目は、「農村在住の未婚男性（多くが後継者）」に「都市在住の未婚女性（非農家）」

が嫁ぐというものである（図中①）。これは、最も典型的なパターンであり、道内に限らず、

道外の自治体や JA 等の取り組みには枚挙に暇がない。最近の注目すべき例に、農業者自

身による農業専門婚活サイト「Raitai」（千葉県）や、（株）農協観光（N ツアー）と大手結

婚支援企業との業務提携がある。道内の最近の例では、清水町が作成した「男子図鑑」が

ある（図 4-2）。これは、未婚男性を一覧化して町内外に交際相手を募るという斬新な

取組である。 

 2 つ目は、「農村在住の未婚女性（後継者含）」に「都市在住の未婚男性（非農家）」が婿

入りするというもの（図中②）であり、①と対の関係にある。例として、北海道農業女子

ネットワーク「はらぺ娘
こ

」による婿探しの取組みのほか、『Dairyman』（北海道協同組合通

信社）のような農業系雑誌の表紙の活用（図 4-3）が挙げられる（注 4-1）。 

 3 つ目が、「農村在住の未婚男性（女性）」と「農村在住の未婚女性（男性）」が結婚する

というものである（図中③）。 

 結婚を支援する方々の活動範囲は主にこの 3 つのどれかに分類される。①②ではともに、

農村の外部出身者と内部者との交流がとりもたれることになり、「他人」同士の出会いを円

滑に進める点を指して、ある協議会の事務局長は、結婚を支援する相談員のことを「異文

化交流の担い手」と表現していた（2019 年 6 月 13 日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 農村の結婚の経路 
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図 4-2 清水町「男子図鑑」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 農業系雑誌の表紙を飾る未婚女性 

 

 

 

 

（注 4-1）北海道協同組合通信社の発刊する『Dairyman』と『ニューカントリー』では、同

社のホームページ上で表紙モデルを募集している。募集の対象は、両誌ともに未

婚の女性である（2019 年 12 月 13 日閲覧）。 
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第5 章 全国スケールでみる結婚支援の取組み  

 

 戦後、日本の農村における農業後継者の「結婚難」が指摘されるようになったのは、1950

（昭和 30）年代の末からだと言われている［安藤 2009：27-8］。その後の高度経済成長期

を通した農村からの人口流出を受け、農業後継者の結婚が自治体や農協等の組織が対応す

べき「課題」として認識されるようになった。 

そのなかで、重要な役割を果たした組織に日本青年館結婚相談所がある。設立の翌年と

なる 1981（昭和 56）年には、首都圏の女性と北海道の酪農青年との間での結婚を視野に入

れた交流を企画する。その様子がテレビ番組「明るい農村」（NHK）で放送されるや、た

ちまち多くの反響を呼ぶこととなった。 

本章では、全国スケールで展開した日本青年館結婚相談所の取組について記述する。 

 

１．日本青年館結婚相談所開所の背景 

日本青年館は、全国の青年団の育成と青少年活動を支援するとともに施設の利活用を通

じ、スポーツの振興を図ることを目的とする一般財団法人である。1921（大正10）年に設

立されている。 

日本青年館のなかに結婚相談所が開設されたのは1980（昭和55）年である。これは、新

規事業立ち上げの機会をうかがっていた当時の担当部長による構想である。背景には次の2

つの状況があった。1つは、地方から東京に出てきた地方出身の若者がこの地に縁をつくり、

結婚し、家族となって根付いていくためにはどうすれば良いかという問題意識である。2つ

は、当時、ドイツから日本に進出していた結婚情報会社アルトマン社の台頭である。担当

部長からの抜擢で、板本氏は開所時の専任職員となり、1984（昭和59）年から所長となる。 

板本氏は当初この仕事に乗り気ではなかったが、「結婚相談所とは何をするところか」を

自分なりに調べて考えるようになった。その一環として、当時創業したばかりのOMMG

（Osaka Medical Marriage Guidance、配偶者選択システム研究所と大阪結婚医学ガイダンス

が前身、現O-net）や、都営の結婚相談所（自治体が運営する結婚相談所としては最も古い）、

精神科医の斎藤茂太氏への相談がある。その過程で、ビジネスとして結婚支援を行うとい

うこと、相談所の仕事は相談に来た人たちの身なりを正すことから始めるということ、誰

にとっても結婚する権利はあるということを考えるようになる。 

「恐る恐る」開所した相談所に、最初の頃に来た相談者のなかには、朝から晩まで忙し

く働くパン屋の従業員、集団就職でそば屋に就職し、のれん分けで自分の店を持った男性、

一日中を車の中で過ごすタクシーの運転手等がいた。彼らに共通する「日々のなかに異性

と出会う機会がない」ことを知り、板本氏は結婚相談所の意義を自覚するようになった。 

 

 



26 
 

２．日本青年館結婚相談所での活動 

当初は、地方出身で首都圏在住の男女に向けた結婚相談事業を行っていたが、開所間も

なく北海道釧路管内の自治体から「農村の嫁不足」の話が持ち込まれる。そこで、釧路の

酪農青年と東京の未婚女性との交流を企画する。その様子がNHKの朝の番組「明るい農村」

（1981年6月17日）で放送されると、日本中の農村から問い合わせが殺到した。「農村では

こんなにも嫁不足なのか」と実感した。 

その意義や方法を伝えるために、同様の取組みを秋田県や山形県、長野県や東京都（三

宅島）等、地域を絞って年2回のペースで開催するようになった。取組みを続けるうち、農

村の結婚に関する「ニーズを知った」ことを受け、板本氏は「全国結婚問題スペシャリス

ト講座」を創設する。現在は「全国結婚支援セミナー」として継承されている。このよう

な経緯があり、結婚相談所は農村の結婚を扱う組織として認知されていくようになった。 

開所当時、全国の青年に対する社会教育の一環として「国内研修制度」があった。これ

は、各地の教育委員会を通して予算（旅費等）が執行される仕組みで、国内の青年同士が

互いの地域に行き来し、交流を深めることが目指されていた。相談所でもこの仕組みを利

用して未婚の男女の交流を企画したこともある。 

農村の結婚に関わるようになって気になったことは、農家に嫁いだ女性を「飯炊き・子

育て要員」や「労働力」とみる風潮。フェミニズムが盛り上がっていたこともあり、この

ような状況はなんとかしないといけないと思った。 

これと関連して1989（昭和64）年に男性向け講座「花婿学校」を開設した。民間では初

であった。これは、日本青年館が助成する地域青年団の中央組織（日本青年団協議会）の

助言者として関わってきた樋口恵子氏と、共同通信社記者で『妻たちの思秋期－ルポルタ

ージュ 日本の幸福』（共同通信社、1982年）等の著作のある斉藤茂男氏と共同で開設した

ものである。講座としては、「心理学」や「性」、「仕事と働き方」、「女性問題」、「結婚の歴

史」等が用意された。 

女性の意識の変化に気づき、男女が社会的にも夫婦の関係においても対等な関係をつく

ることで結婚難の解消につなげることを目的とした。民間初の「ジェンダー」を基本とし

た講座でもあった。 

講座は毎週水曜に開講し、2001（平成13）年まで続いた。かつて女性に向けて使われた

「花嫁修業」へのアンチテーゼの意味も込めた。当初、フランス等、海外の雑誌からの取

材申し込みもあった。高度経済成長を遂げた日本で、男性をターゲットとした結婚のレク

チャーがあるとはどういうことか取材希望者たちは知りたかったのではないかと感じた。 

 

３．板本氏にとっての結婚支援 

板本氏にとって結婚支援とは単なるマッチング作業ではない。それだけであれば、ここ

まで続けてこれていない。地域の活性化や若者の人格形成、男女間の平等等の理念を含む

包括的な「活動」が板本氏にとっての結婚支援である。このあたりの考えがしっかりして
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いないと、大手の結婚支援企業と差異化できないと考えている。 

結婚支援は、本来であれば各地の青年団が主導するのが良いと思う。メンバーは地場の

産業に従事し、結婚の話はいきおい地域をどうするかの話につながりやすい。また、若者

の人格形成を含む社会教育の一環としても青年団による結婚支援は意義がある。しかし、

このことが機能していた時代は過ぎ、現在は青年団が地域の若者の人格形成に関与する機

会も減っている。 

板本氏が結婚相談所の活動の意義をようやく実感できた瞬間のひとつは、かつて農村青

年との結婚をお世話した女性がたくましく生きている姿を見たとき。辛い境遇にあっても

軌道修正をし、地域に根を張って生きていっている人を見たとき、やってきてよかったと

思える（例：北海道標茶町のC氏）。 

 

４．NPO法人全国地域結婚支援センターの設立と活動内容 

2008（平成20）年に結婚相談所所長を退任した後、板本氏は専門相談員として継続して

結婚相談事業に関わるようになる。その間、結婚相談所は閉所し、2012（平成24）年の日

本青年館退職を期に、NPO法人全国地域結婚支援センターを設立した。これは、現在の日

本の結婚支援に関する統括的な組織である。 

主な事業は以下の4点である。 

① 全国結婚支援セミナー（内閣府後援事業、年1回、行政と共催、結婚支援にあたる行

政関係者やボランティアが対象） 

② 都道府県における結婚支援担当者会議（少子化対策・結婚支援・子育て支援をテー

マに都道府県行政の結婚支援関係の担当者が参加。結婚支援行政のあり方について

の情報交換） 

③ 「出会いイベント」「フォーラム」「各種調査」「結婚支援者（婚活サポーター）の講

習会」の企画・運営・実施（年間3～4か所の「出会いイベント」「結婚フォーラム」

と年間10か所以上の県や市町村での「結婚支援者の講習会」の実施。都道府県・市

町村・各種団体が開催する事業の支援等） 

④ 「結婚支援者講習会」や講演への講師の派遣（講演や講習会への講師の紹介と派遣） 

 

運営体制は、板本氏を含めスタッフ4名である。ただし、今年度はコロナ禍の影響で、板

本氏がほぼ1人で担当した。理事は板本氏を含めて9名である。 

運営にかかる年間費用は約800万円である。内訳は、家賃や事務費を含む固定費が約350

万円、残りが人件費である。昨年度までの収入は費用と同程度である。内訳は、会費が約

200万円、各種イベント開催が約400万円（経費も含む）、残りは板本氏の講演料である。し

かし、2019（平成31）年3月に会員制を廃止したために会費収入がなくなったことや、コロ

ナ禍による各種イベント、講演の中止を受け、収入は激減した。現在は、持続化給付金や

都の補助金で一部穴埋めしている。収支の面でこれからどう続けていけばよいか不安では
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ある。 

2019（平成31）年に会員制を廃止した背景には、当時の会員が30人程度しかいなかった

ために、紹介に限界があったという事情がある。現在は、国内最大手の民間結婚支援企業

であるIBJが主宰する日本結婚相談所連盟に加盟し、この点を改善している。 

 

５．結婚をめぐる近年の状況について 

ここ10年ほどの動きとして実感しているのは、若い人の大多数が「アプリ」を通して結

婚しているということである。彼（女）らにとっての「結婚相手を探す」ということが「ア

プリに登録してそのなかで良い相手を探す」と同義になっているような印象を受ける。ま

た、結婚相手を探すことに限らず、気の合う仲間と時間を共有するうえで、オンラインゲ

ーム等がひとつのツールとして重視されている傾向があるように感じる。オフラインで誰

かと一緒に暮らすことよりも、自分の好きな時に好きな相手とオンラインでつながる気楽

さを選ぶ傾向があるのかもしれない。状況だけみると確かに「おひとり様」だが、ネット

上ではつながっているともいえる。この傾向は、今般のコロナ禍で加速したのではないか

と感じている。 

 

６．結婚ビジネスの盛り上がりと公的機関が結婚支援をすることのバランスについて 

民間企業による結婚支援のあり方（規格化された商品としての結婚）のすべてを肯定す

るわけではないが、良いところは大いに学ぶべきだと思う。官と民がバランスよく提携し

ている事例は現実にある。たとえば秋田県には、以前から県が主宰する結婚相談所があっ

たが、近年は、民間企業と提携し、企業の有するマッチングシステムを秋田県仕様にカス

タマイズするということを行っている。 

後発の埼玉県は、スタート時から民間の結婚相談所のシステムを活用し、その指導のも

と、新たな方式を採用している。いずれも人工知能（AI）を使ったものであり、マッチン

グの成果を上げている。また、茨城県では、県が主催する婚活パーティーを、トヨタ部品

茨城共販㈱と提携して実施している（男性参加者は県内トヨタグループ従業員）。 

これからの結婚支援のあり方については、結婚支援を単体で行うのではなく、結婚と密

接に関連する子育て支援等とセットで考えていく必要がある。結婚を意識する人にとって、

結婚後の生活に対するサポート体制が「見える化」されていることは非常に重要である。

好例に香川県高松市や北海道訓子府町の取組みがある。いずれも内閣府が関心を寄せる事

例である。また、今般のコロナ禍によって様々な活動がリモート化されている事態を、積

極的にとらえていくことが大切だと思う（オンラインお見合い等）。 

 

 

 



29 
 

第6 章 全道スケールでみる結婚支援の取組み 

 

第１節 公益財団法人 北海道農業公社 

 

 北海道農業公社の事業のひとつに「グリーンパートナー活動の推進」がある。これは、

農業後継者の確保を図るために実施される取り組みである。内容は、結婚相談員等の研修、

優良活動事例の紹介、各地域の研修会等への講師（就農コーディネーター）の派遣や、男

性農業後継者と都市女性の出会いの場としての交流会の開催等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公社の結婚支援事業である「グリーンパートナー対策」の開始は 1995（平成 7）年の「社

団法人北海道農業担い手育成センター」設立時である。それ以前は、北海道農業会議が実

施していた。 

実施対象は北海道農業公社の会員の「地域担い手育成センター」（174 市町村）である。

各地の担当は、市町村各課（農業振興課・産業課等）、農業委員会、農協、地域の農業公社、

複数主体による協議会等である。 

対策の目的は「農業後継者の配偶者の確保」であり、問題意識は現在も変わらない。む

しろ重要性は以前にも増して高まっていると感じている。 

初期の担当部署は担い手育成センターであった。現在は、組織変更の後、担い手支援部

就農相談課が兼務で担当している。 

主たる年間事業（グリーンパートナー活動）は次の 2 点である。 

1 点目は、グリーンアドバイザー研修会（年 1 回）の開催、2 点目が、グリーンユース交

流会（北海道ふれあい交流会）の開催である。 

2 点目については、2015（平成 27）年までは旅行会社に委託し、宿泊を伴う「ツアー旅

行（沖縄県、神奈川県、東京都、道内各地等）」を実施していたが、参加女性の拘束時間や

費用の関係から、当日開催の「交流会」に変更し、結婚支援の専門事業者に委託するよう

になった（表 6-1）。 

このほかに公社が行う事業に「農業後継者の配偶者確保状況等に関する調査」がある。

これは、174 の地域担い手育成センターを対象に、3 年に 1 回するものである。 

事業名・組織名 （公財）北海道農業公社　グリーンパートナー対策活動

事業開始年・組織設立年 1995（平成7）年

主な事業内容

　　①グリーンアドバイザー研修会（年1回）の開催

　　②グリーンユース交流会（北海道ふれあい交流会、年1回）

　　③農業後継者の配偶者確保状況等に関する調査（3年に1回）

担当部署・人員体制 担い手支援部就農相談課
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これまでの事業の主たる対象は、（A）「農村在住・男性農業後継者」と「都市部在住・

女性非農業者」だったが、これからはそれ以外のパターンへの注目も必要である。たとえ

ば、（B）「農村在住・女性農業後継者」と「男性（非農業者）」や（C）「農村在住者同士」

というパターンである。 

特に（B）については、現場から支援を求める声も挙がっている。近年の注目すべき事

例には、北海道農業女子ネットワーク「はらぺ娘
こ

」がある。独身会員の要望を受け、2014

（平成 26）年より、会員仲間が企画する「パートナー探しイベント」を開催している。公

社はこの活動を後援している。近年、女性農業後継者のいる市町村から、女性後継者を対

象にした婚活の要望もあるが、これらの交流を企画運営する専門事業者は多くない。 

公社としては今後もグリーンパートナー対策を継続していくつもりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：『グリーンパートナー対策及び女性担い手育成活動記録』（公財）北海道農業公社、

2019（平成 31）年より。 

注 1：2015（平成 27）年までは「北海道ふれあいツアー」 

注 2：2003（平成 15）年からは、ツアー参加者以外の人（女性）との成婚も含む。 

 

 

表 6-1 グリーンユース交流会の開催実績 

参加人数 参加市町村数 成婚数

1996 平成8 35 19 2

1997 9 30 19 2

1998 10 29 15 2

1999 11 37 19 2

2000 12 33 22 0

2001 13 28 17 2

2002 14 29 15 0

2003 15 28 17 4

2004 16 14 9 2

2005 17 16 11 4

2006 18 14 10 3

2007 19 12 9 2

2008 20 16 13 2

2009 21 14 11 2

2010 22 15 12 3

2011 23 9 8 2

2012 24 7 6 1

2013 25 15 11 0

2014 26 14 13 1

2015 27 11 9 0

2016 28 12 12 1

2017 29 10 8 1

2018 30 12 7 1

2019 令和元 12 12 0

452 304 39

実施年

計
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第２節 北海道農業女子ネットワーク「はらぺ娘」 

 

１．設立の背景と現在の概要 

北海道農業女子ネットワーク「はらぺ娘
こ

」の立ち上げは2013（平成25）年12月である。JA

青年部や女性部等、既存の農業組織のどれにも当てはまらない（しっくりこない）農業女

性たちの集まりとして設立された。 

初代代表の安丸氏と2代目の金子氏は道立農業大学校の同期である。金子氏は釧路市阿寒

町の酪農家出身であり、乳牛100頭程の家族経営である。会の名称「はらぺ娘
こ

」の名付け親

でもある。 

設立から現在に至るまで北海道農業公社から支援を受けている。 

設立当初のメンバーは、道内全域から集まった若手女性後継者（20～30代）約40名であ

り、2021（令和3）年3月現在は34名である。メンバーの居住地域や経営種別については特

に偏りはない。 

新聞等での周知や、2015（平成27）年12月放送のNHK札幌放送局制作の地域ドラマ「農

業女子はらぺ娘」を通してメンバー入りする人たちもいた。 

年会費は1,000円であり、通信の郵送料に充当している。入会の要件は特に設けていない。 

 

２．主な活動 

主な活動内容は、①年3回の「はらぺこ通信」の発行、②パートナー（婿）探しイベント

「ぺこ婚」の開催（これまでに4回開催）、③経営に関する勉強会の開催（税理士による講

習等）のほか、単発のイベントとして、次世代の発掘・交流を目的とした農業高校の生徒

とのピザ交流会等がある。 

また、今年度新たに予定していた企画にマルシェの開催（士幌町の道の駅）があるが、

新型コロナウィルスの影響で中止した。そのほかに、子育てに忙しくなったメンバーが増

えてきたことを受け、彼女たちの交流サロンとして、4年ほど前（メンバーの結婚ラッシュ

の時期）から「ぺこママ」グループを組織した。 

②「ぺこ婚」の活動については、メンバーが集まった時によく話題に上るのがパートナ

ー探しについてことだったということもあり、2014（平成26）年12月に初めて札幌で開催

したのが始まりである。それ以降、現在に至るまで、メンバーからの要望を見ながら開催

している。 

応募条件には「婿の覚悟があること」と明記している。初回は、参加男性の定員15名に

対し、25名の応募があった。募集には当初からFacebook（現在はInstagramも）を利用してい

る。2020（令和2）年には10月の開催を予定していたが、札幌の結婚情報会社「ウィルコミ

ュニケーションズ」のサービスを利用し、オンラインでの婚活イベントを実施した（図6-1）。  

会の運営体制は、代表を含む4人の執行部である。 
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３．農業と結婚について 

金子氏は道立農業大学校卒業後、20歳の頃に実家で就農した。実家に戻った金子氏は、

酪農経営の情熱を燃やし規模拡大を志向していた。しかし、父親から「パートナーがいな

いと次のステップには進めない」と言われ、パートナー探しを意識するようになる。これ

までに2人の婿候補がおり、2人目と同居を始め農業に従事するようになったが、家族（特

に父親）と婿となったパートナー男性との折り合いがつかなかった。 

婿入りは、就農を希望する非農家男性にとっての「最短ルート」ではあるが、「赤の他人」

が家族に入って24時間一緒に作業をするのだから、「ついていけなくなる」ことが多々出て

くるのはあたりまえである。家族経営だと「マニュアルがない」「阿吽の呼吸」となりがち

だが、それだと、外から入ってきた人がついていけない。家族経営協定とまではいかなく

ても、そういう外部の人が入ってきてうまくやっていくためのルールの整備が必要だと痛

感した。多少「むずがゆくても」必要だと思う。 

「はらぺ娘」のなかでも、「婿と家族の関係」はよく登場する話題である。農家に婿入り

した全国の男性を応援してあげたいと思う。 

メンバーのなかには、婿に来てもらった人たちも何人かいるが、ともに農作業に従事す

る人たちだけとは限らない。中には、「農家女性に婿入りしたが農業とは別の仕事（自衛隊

等）をしている」例もある。過去に一度、新聞社から「婿入り家族の農業のモデルケース

を取材したい」との申し出があり、該当するメンバーに声をかけたことがあったが、「私た

ちはモデルとなるケースではない」ということで断ったことがある。 

農業は自分の仕事をしながら子育てもできる。そういう環境に恵まれているのは素晴ら

しいことだと思う。自分自身（金子氏）も幼い頃から父母の姿を見て農業をやりたいと思

うようになった。「パートナーがいなくても農業はできるんじゃないか」という思いがある

一方で、「結婚には相手と一緒に仕事ができる楽しさは確かにある」と、結婚そのものを否

定的にとらえているわけでもない。 
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図 6-1 「はらぺ娘（こ）」によるパートナー探しイベントのポスター 

（2020 年 10 月 31 日開催） 
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第３節 結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」 

 

 北海道が主管する結婚支援の取組みのひとつに、結婚サポートセンターの設置がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」は2015（平成27）年9月1日に

設立されている。道が総合広告会社の㈱ノヴェロへ運営を委託している。 

道は2020（令和2）年度より、第4期「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」（2020年

～2024年）を開始しており、センターの設置、運営はその一環である。 

現在、婚活者向けの窓口相談は月に1回行っている。自治体対応のスタッフは常駐してお

り、webサイト（図6-2）への掲載受付や相談を受けている。 

主たる事業は、個人向けの情報提供、自治体担当者向けの支援（セミナー開催、助言）

である。センター自身はマッチングを行っていない。道の事業ということもあり、特定の

事業者を斡旋することは行っていない。 

自治体（役場）によって、結婚支援をする部署は異なる。多くは、移住・観光・福祉等

の下位に位置付けられている。なかには、富良野市等のように、市民生活部出会い総合サ

ポート室を新設し、専門部署として結婚支援に当たっている自治体もある。 

「結婚に興味がないわけではない」、「周囲から（結婚を）急かす声がある」、「具体的に

何をどうしてよいか分からない」、「何度か婚活パーティーに行ったが、疲れてしまった」

人達に向けて、自分で考えて行動できるようなサポートをセンターとしてはしていきたい

と考えている。その際には、できれば、各地域に相談員がいて、その相談員とともに支援

していけるのが望ましいと考えている。 

結婚のサポートにおいて、「信頼の置ける特定の身近な人に頼る／頼られる」というサイ

クルも確かに重要ではあるが、それでは「点」としての広がりに留まりがちである。セン

ターの活動を通して、「面」として広がりを生むことにつながれば良いと考えている。 

自治体の担当者や未婚者の中には「婚活疲れ」をしている方も少なくない。担当者は「

税金を使ってまでやることなのか？」という「逆風」のなかで活動することを余儀なくさ

れる場合もあり、着手したらしたで、拙速に「成果」（その代表が成婚数）を求められる。

事業名・組織名 結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」

事業開始年・組織設立年 2015（平成27）年9月1日

主な事業内容

結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」の運営
　　①結婚応援サイト（「ハグクム」内）の運営、メルマガの配信
　　②相談会の開催（常設・出張）
　　③結婚や婚活に関するセミナーの開催（年3回）

　　④結婚応援フォーラムの開催（年1回）

　　⑤市町村等向けセミナーの開催（年1回）

担当部署・人員体制
北海道保健福祉部子ども未来推進局子ども子育て支援課
株式会社ノヴェロ（受託者）
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結婚活動に前向きだった未婚男性も、2～3回パーティーに参加するなかで「もう参加した

くない」となる場合もある。 

公的機関（国・自治体）が結婚を主導し続けることの是非も考えていく必要がある。い

つまで（期間）、どこまで（支援内容）、誰に対して（対象者の設定）、どのぐらいの予算を

投じて事業を続けるのか、ということについて具体的に検討していくことも重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-2 コンシェルのホームページ（2021年 3月 1日閲覧） 
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第４節 NPO法人 北海道マリッジ・カウンセリングセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道マリッジ・カウンセリングセンターは、当時の北海道知事や札幌市長らをはじめ、

各界の名士達の支援を受け、1964（昭和 39）年に札幌市で設立された。民間の結婚相談所

が不在であった当時の札幌において、センターは結婚支援を担う先駆的な存在であった。

NPO 法人格の取得は 2002（平成 14）年である。 

結婚相談は設立時から行っており、会員制（会費、戸籍謄本、写真等が必要）である。 

運営費は会費、助成金、寄付によってまかなっている。 

テレフォン相談は、1978（昭和 53）年より行っている。これは「結婚相談は人生相談そ

のものであるとの認識」からである。2000（平成 12）年と 2010（平成 22）年の相談内容

の内訳を見ると、「夫婦の問題」が減少（22% → 8%）しているのに対し、「心の悩み」が

増加（9% → 36%）していることがわかる。 

 

2000（平成 12）年度相談           2010（平成 22）年度相談 

総数 2,198 件               総数 1,932 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業名・組織名 NPO法人　北海道マリッジ・カウンセリングセンター

事業開始年・組織設立年 1964（昭和39）年10月1日　～　2018（平成30）年8月31日

設立理念
「明るく住みよい社会は温かい家庭が基盤であり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　その家庭は健全なる結婚から築かれる」

主な事業内容

①相談業務
　結婚相談、高齢者相談、人生相談、老人福祉センター出張相談、
　テレフォン相談（教育・育児・法律・人生相談）、面接相談、後継者相談

②研修業務
　出会いのパーティー（一般公開・会員限定茶話会）、
　ステップアップセミナー、移動研修（講師派遣）、教養講座、
　全道会（全道結婚相談研究協議会・全道結婚相談員研修会・全道青年研修会）

③啓発業務
　全道市町村結婚相談所との交流
　機関紙『マリッジだより』（年3回）の発行

　各種アンケート調査

担当部署・人員体制 理事長、副理事長、事務局長、相談員（約10名）

『創立 50 周年記念誌 あゆみ』p.59 より。 
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面接相談は 1979（昭和 54）年より行っている。毎週水曜日、専任カウンセラーによる対

応（予約制）である。 

全道の関係機関の連携、情報の共有の必要性から、1973（昭和 48）年より全道会をおこ

なっている。また、各種の交流会を企画している。なかでも、都市女性と農業後継者青年

との出会いの交流会は、1974（昭和 49）年から実施している。 

未婚の男女を対象にした結婚生活への心の準備として、1973（昭和 48）年から、「結婚

準備講座」を開始している。1980（昭和 55）年からは対象を一般に広げ、「結婚講座」に

名称変更した。1997（平成 9）年からは「ステップアップセミナー」として、生活の知恵

や遺言・相続、メンタルヘルス等についての講座を開講している。 

機関紙「マリッジだより」は 1967（昭和 42）年に創刊されている（図 6-3）。当初は年 4

回の発行であった。1975（昭和 50）年に実施した「結婚の費用 最近の傾向」を皮切りに、

各種アンケート調査を実施している。結果は「マリッジだより」で報告している（参考）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-3 創立 3周年を記念して創刊された「マリッジだより」 

 

（参考）結婚に関するアンケート 4 種 

1） 「一般独身男女の結婚の意識調査」…1977（昭和 52）年 3 月～2017（昭和 29）年 3

月までの 40 年間、札幌市近郊の独身男女を対象に、4 年ごと計 11 回実施。毎回。約

800～1000 名対象。 

2） 「農業後継者の青年の結婚の意識調査」…1983（昭和 58）年 3 月～2004（平成 16）年

3 月まで 4 年ごと計 7 回実施。毎回、300～400 名対象。 

3） 「札幌近郊の独身女性の農村についての意識調査」…1978（昭和 53）年～2014（平成

26）年まで、4 年ごと計 10 回実施。毎回、約 500～800 名対象。 

4） 「高齢者の結婚の意識調査」…1986（昭和 61）年 3 月～2015（平成 27）年 3 月まで、

55 歳以上の男女を対象に、4 年ごと計 8 回実施。男女合わせて、毎回、約 600～1000

名対象。 
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第５節 まとめ 

 

 本章では、全道規模で活動を続けてきた北海道農業公社、その後援を受ける北海道農業

女子ネットワーク「はらぺ娘
こ

」、結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」、

北海道マリッジ・カウンセリングセンターの活動についてそれぞれ整理した。 

 北海道マリッジ・カウンセリングセンターは、1964（昭和 39）年から農村の結婚支援に

関する北海道での先駆け的存在として、長らく相談事業、研修事業、調査事業等を担って

きた。 

北海道農業公社は、北海道農業会議から引き継ぐ形で 1995（平成 7）年より、グリーン

パートナー対策として、各地の「担い手育成センター」を主な対象に、農業後継者の配偶

者の確保のサポートを行ってきた。 

結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」は、北海道の主管する結婚支

援の取組みとして 2015（平成 27）年に設立されて以来、結婚を希望する個人や支援者に対

する情報発信や各種セミナーの開催を行ってきた。 

これら 3 組織に共通して見られる姿勢は、「結婚を支援する人の支援」であろう。これは

全道を網羅する組織にしか担えない役割である。具体的には、①結婚をサポートするため

の情報提供、②支援の充実に向けた研修会・相談会の開催、③全道の結婚状況の把握であ

る。 

最前線で結婚を支援する人たちが求めているのは、結婚希望者を成婚に導く具体的なノ

ウハウであったり、それを考案するために必要な先進事例に関する情報であったり、また、

自分たちの活動はどのような全体像の一部なのかを知るための全道を網羅する調査結果等

であろう。このような支援者のニーズに応えるべく、各組織はこれまでに労力を費やして

きているのである。 

 とりわけ重要なのは、全道の状況を把握するために行われる定期的な調査である。少な

くとも、各地域に未婚の農業者はどれくらいいるのか、そのうち結婚を希望する者はどれ

くらいかを知ることは、支援者にとっての指針になるはずである。 

 北海道マリッジ・カウンセリングセンターが行ってきたような各種意識調査や、北海道

農業公社が実施してきた「農業後継者の配偶者確保状況等に関する調査」（3年に 1度実施）

等は、全道的な状況を知るための極めて貴重な調査である。結婚は極めて私的な領域の活

動でもあるため、このような調査の扱いには慎重さが求められるのは言うまでもないが、

全体像を把握するうえで欠かすことのできない資料である。 
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第7 章 地域スケールでみる結婚支援の取組み 

 

第１節 美幌町農業担い手対策協議会 

 

美幌町は、北海道の東部、オホーツク管内の南東部に位置している。東部の釧路管内と

の境界沿いには高い山々が続き、南北に向かう形で傾斜した丘陵地や台地が広がっている。

市街地区を北流する網走川や美幌川の両岸には、農産物の栽培に適した沃野が帯状に広が

っている。美幌町のホームページによると、2021（令和 3）年 2 月現在、総人口は 18,878

人であり、農家戸数は 382 戸である（2017 年現在）。 

農業生産は畑作が中心であり、なかでも麦類、ばれいしょ、てん菜が多く生産されてい

る。近年は、「伏せ込み栽培」によるアスパラガス生産が有名である。伏せ込み栽培とは、

ハウス内のベッドに植え付けた根株から新芽を摘み取る方法であり、北海道で唯一、年間

を通した収穫が可能になっている。手がけたのは、町立美幌みらい農業センターである。 

以下では、同センターが事務局を務める美幌町農業担い手対策協議会について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美幌町立美幌みらい農業センター（2000年設置）の事業には、新規就農者の育成、各種

農作物の試験栽培、担い手対策の3つがある。農業後継者の配偶者対策は担い手対策に含ま

れている。 

担い手対策の予算規模は年間350万円であり（人件費は含まず）、うち7割程度を農業実

習生受入に充当している。 

配偶者対策のための美幌町農業担い手対策協議会（1973年設置）には、地域内の各種組

織が参画している。構成メンバーは、町、町議会、農業委員会、教育委員会、普及センタ

ー（網走農業改良普及センター美幌支所）、北海道美幌高等学校、JA美幌町、美幌町農民

同盟、社会福祉協議会、美幌町農業担い手対策協議会結婚相談員会であり、「地域総ぐる

事業名・組織名 美幌町農業担い手対策協議会

事業開始年・組織設立年 1973（昭和48）年

主な事業内容

①農業担い手実習受入事業
　日常の農作業と農家の家庭生活等を体験し、農業および農村地域
への理解を深めるとともに、将来の農業後継者対策の推進を目的

②農業担い手結婚相談員活動
　・結婚についての相談全般
　・婚礼の簡素化についての啓蒙活動
　・各種交流会の開催
　・情報誌の発行
　・網走郡下農村結婚相談員連絡協議会との連携

担当部署・人員体制
美幌町立美幌みらい農業センターが事務局
（所長、専門担い手職員1名、結婚相談員28名）
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み」の体制となっている。協議会の運営費は美幌町とJAびほろが折半している。 

協議会の事務局は、みらい農業センターが担当している。人員体制としては、所長、専

門担い手職員（1名）、結婚相談員（28名）である。専門担い手職員はセンター（町長）か

らの委嘱である。2018（平成30）年度までは普及員OGが担当していたが、退職後の欠員が

埋まらず、現在は、役場本所の若手職員が担当している。 

結婚相談員もセンター（町長）からの委嘱である。5支部に分かれ、多くの場合、各地区

の農業委員が担当している。任期は2年である。委員の多くの年齢は50歳代以上であり、女

性が多い（14名）ことが特徴である。多くの場合、農業委員が担っている。 

協議会の活動は、「担い手ニュース」（紙媒体）によって報告している。 

若年層の農家妻（特に本州出身者）による「ハナミズキ会」（交流組織）が5年ほど前に

開始されている。 

婚活イベントの開催は、網走郡下農村結婚相談員連絡協議会（美幌町・津別町・大空町）

主催の「オホーツク3町出会いふれあいツアー」、美幌町協議会主催の「農家のかぁ～ちゃ

んと話さん会」、JAびほろ青年部との共催のイベントのほか、個別相談・交流会を開催す

る。5年ほど前からは、前専門担い手職員の発案で、協議会に相談する青年にはプロフィー

ル表を提出してもらうようにしている。 

農業実習の受入は、1999（平成11）年から行っている。当初は男性の参加もあったが、

2003（平成15）年からの参加者は全て女性であり、年間3～4名の参加がある。開始以来、

これまでに計67名を受け入れてきた（2019年3月末現在）。 

参加者の中から美幌の農家後継者と結婚する場合もある。2003（平成15）年～2018（平

成30）年の間で、結婚が成立した組数は103である。年平均にすると、毎年6.4人が町内の農

家男性あるいは女性と結婚していることになる。 

2019（平成31）年3月末現在の独身農業後継者は74名（うち女性が1名）であり、25歳～

39歳までが全体の59.7%を占める。 

センターとしては、「美幌で農家に嫁ぎたい女性」に限定するのではなく、センターの

農業実習や「ボラバイト」による農業現場への参加等を通して、縁があれば地元の青年と

結婚してもらえれば良いと考えている。人と人との関係であり「どこでどうなるかわから

ない（何が縁となって交際・結婚に至るかは誰にも分からない）」ため、「間口を広げて」

美幌に来てもらう姿勢を大切にしている。 

15年程前までは、センターそのものの存在意義を疑問視する声や、一見、花嫁候補と見

なされない女性の受入に対する批判の声もあった。しかし、結婚に至るケースが継続して

出ていることや、それ以外の成果（冬でも収穫可能なアスパラガスの開発・業務用いちご

苗生産等）を受け、現在では、センターの存在意義や結婚支援に対する批判は以前よりは

減っている。しかし、「役場（協議会）がわざわざ介入してまで結婚の世話をする必要が

あるのか」という意見は現在も聞かれることがある。 
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第２節 JAきたみらい 

 

JAきたみらいは、北海道東部、オホーツク管内のほぼ中央に位置し、北限の屯田兵が切

り開いた北見市（常呂町区域を除く）と置戸町、訓子府町の1市2町を区域とするJAである。

2003（平成15）年に温根湯、留辺蘂、置戸町、訓子府町、相内、上常呂、北見市、端野町

の8JAが合併してできた農協である。玉ねぎ等の野菜を基幹作物として、馬鈴薯、麦類、て

ん菜、豆類、酪農などの生産性の高い農業を展開する地域である。特に玉ねぎはオホーツ

ク管内の生産量の約7割、北海道の約5割、全国の約2割を生産する大産地である。 

 

１． JAきたみらいにおける結婚支援事業 

JAにおける結婚支援事業は、営農振興部担い手グループが担当している。人員体制は、

主幹1名と補佐の職員が1名である。主な対象は青年部メンバーと青年部を卒業した組合員

である。10年ほど前からは青年部内部で結婚を意識した交流会が開催されていた。 

2年前に「結婚相談員」を設置し、現5か年計画のなかに明確に位置付けている。結婚相

談員は延長雇用のJA職員（61歳）である。設置に際してJA内部から期待の声が大きかった

が、実際には対象者からの反応はほとんどなかった。 

現在、JA青年部には227名在籍し（19～39歳）、そのうち半数近くの約110名が未婚者であ

る。さらに、青年部を卒業した未婚者は約50名いる。組合員台帳の家族構成覧や、ふれあ

いグループの職員らによる日常的な声かけを通して、管内の未婚者を把握している。 

 

２． 事業者との連携 

年に1回のセミナー開催や交流会の開催は、外部の事業者に委託している。セミナーの内

容は未婚成年向けのマナー講習である。札幌と北見で活動する結婚相談所「ティアラ」や、

札幌の婚活イベント企画団体「（一社）むすび」等に委託していた。 

2年ほど前には、青年部婚活事業として、一般女性向けに農家のイメージアップを兼ねた

「女子会」を開催した。北見市近郊で開催し、15名ほどの参加者があった。その後、北見

市のエム・フォーヌへ委託し、1泊2日の婚活ツアーを開催した。 

2020（令和2）年1月には農業専門婚活サイト「Raitai」に問合せ、紹介パンフレットを送

ってもらい未婚の青年部員へ紹介した。登録料をJAが助成するということで、利用を促し

たが、現時点で登録した部員は1人しかいない。 

 

３． 今後の展望 

管内の未婚後継者の結婚をサポートするために、JAは「結婚相談員」を設置したが、当

の本人たちが結婚したいという気持ちにならなければ意味がない。ごく一部だが、未婚後

継者の中には、交流会を恒例行事のようにとらえ、ただ楽しく飲み食いする場としてしか

とらえていない者もいる。日本は晩婚化が進行していると言われるが、農村も同じである。
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結婚に魅力を感じ、将来のことを考えて結婚をしたいと考えている農家は少ないのが現状

である。 

しかし、これは、本人たちだけの問題ではない。明日の農業を守るために担い手対策は

急務だとする一方、結婚に対する魅力を農家家庭・農家盟友が発信しているかと言われれ

ば、必ずしもそうではない。上の世代をはじめとした周りの環境が「結婚とは良いものだ」

というメッセージを未婚の下の世代に発信していかなくては、気持ちが結婚に向かってい

くのは難しいと思う。 

JAの役割としては農業・農村におけるPR活動に重点を置き、農村のすばらしさを体感し

てもらうところにある。そうしたふれあいからの自発的な展開に期待したい。 

今後、JAとして未婚者の結婚をサポートする取組みは縮小していく可能性はある。あり

うる取組みとしては、農業専門婚活サイト「Raitai」のようなアプリの利用への支援や1日農

業バイトdayworkにリンク付けした「農家のお嫁さん募集」への誘致のほか（図7-1）、農家

へ応募者を直接紹介する事業への転換が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図7-1 JAホームページ上の婚活情報（2021年3月1日閲覧） 
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第３節 浜頓別町農村花嫁対策推進協議会 

 

浜頓別町は、北海道の宗谷地方の東部に位置している。町内のクッチャロ湖には、多数

の野鳥が飛来し、ラムサール条約（湿地保存に関する国際条約）の保護区に指定されてい

る。酪農と漁業が主要な産業である。2019（令和元）年現在、総人口が 3,881 人、農家戸

数は 57 戸である（農水省 HP）。以下では、同町農業委員会が事務局を務める浜頓別町農

村花嫁対策推進協議会について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜頓別町農村花嫁対策推進協議会は1984（昭和59）年4月1日に設立されている。事務局

は浜頓別町農業委員会である。会長には農業委員会会長、副会長はJA東宗谷参事が就任し

ている。運営費については、浜頓別町とJA東宗谷が年間50万円ずつ出資している。 

結婚相談員は2～3人であり、任期は1年である。手当てとして年1万円が支給される。相

談員の多くは女性が担当してきたが、男性が担っていたときもある。その時は、農業青年

と近い立場にある、比較的若い世代の男性が担当していた。 

広域の組織に、1979（昭和54）年5月設立の「宗谷農村パートナー対策協議会」（稚内市・

浜頓別町・猿払村・枝幸町・中頓別町・豊富町）がある。主な活動は、相談員間の情報交

流と年1回のイベントの開催である。事務局は各町村3年間の輪番制で担当する。浜頓別町

花嫁対策推進協議会の担当は2019（令和元）年度末までである。 

浜頓別町には現在、結婚支援の対象青年が20人ほどいる。 

これまでの協議会の活動経緯は次のとおりである。20年ほど前は本州（大阪等）まで未

婚青年を伴って出かけ、現地で交流会を開催したり、逆に、道外から女性を呼ぶことも頻

繁に行っていた。また、未婚の農業青年のプロフィールを顔写真付きで週刊誌に掲載した

こともあった。基本的には、農村の外（主に道外）から未婚女性を呼ぶことを行ってきた

が、だんだんと女性が集まらなくなってきた（札幌や旭川の結婚業者に依頼して、女性を

募集してもらうこともあった）。「婚活イベントを企画して、外から女性を集めてくる」

ということを、これまでと同じように続けていても成果があがらないという思いから、4年

事業名・組織名 浜頓別町農村花嫁対策推進協議会

事業開始年・組織設立年 1984（昭和59）年4月1日

主な事業内容

①婚活事業の実施
②結婚相談活動の推進
③「ちょっと酪農体験しませんか？」事業の推進活動
④独身酪農後継者の意識改革を目的とした研修会の実施
⑤各種交流会、研修会の開催、参加
⑥「北友会」（本州から嫁いだ女性の交流組織）への支援
⑦宗谷農村パートナー対策協議会との連携

担当部署・人員体制
浜頓別町農業委員会が事務局
（会長、副会長、事務局長、結婚相談員2～3名）
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ほど前から「ちょっと酪農体験しませんか」という取組みを開始した（図7-2）。 

「ちょっと酪農体験しませんか」には、地域外出身の女性に浜頓別町内の酪農家にてフ

ァームステイをしてもらい（2泊3日or3泊4日）、酪農家の暮らしを体験してもらうとともに、

（参加女性にとっての）両親世代の受入農家や未婚青年との交流を通して、ここで暮らす

ことの具体的なイメージを持ち、結婚を決める参考にしてもらうという意図が込められて

いる。参加者へは滞在費・食費・傷害保険等を支給し、交通費の一部を助成することとし

ている。 

取組みでは「婚活の一環であること」を明示している。開始以来、年間2～3人を受け入

れている。時期は随時である。受け入れ側の酪農家は5軒程度である。これまでに1人が嫁

いでいる。旅費助成は2万円を上限に半額を助成することとしている。 

「対象青年」に対して、結婚についての意識調査（婚活の『本気度』調査）を行った（2019

年2月1日～2月15日実施）。背景には、婚活・研修会に進んで参加する男性の不在があった。

ここでいう「本気度」とは、「女性との会話や交流やお付き合いなどを上手に進めるため

の研修会や、女性から婚活活動に申込みがあったときは、特別な事情（災害や不幸など）

のない限り、最優先の課題として参加（休暇を取得したりヘルパーを確保してでも参加）

すること」（調査票より）と定義されている。調査項目は「はい／いいえ」で答える次の2

問のみである。「あなたは本気で結婚したいと思いますか？」と「今後、花嫁対策推進協

議会から交流会や婚活イベントの声掛けをしなくても良いですか？」である。 

調査の結果わかったことは、彼らのほとんどに結婚の意思はあるということである。「ち

ょっと酪農体験しませんか」に申し込んでやって来る女性達は、真剣に自分の人生を考え

てやって来る人達が多い。彼女達の思いをしっかり受け止めて対応するという姿勢が農村

の青年には強く求められる。 

結婚を支援する側としても、どのように彼らの背中を押してあげれば良いのかを勉強す

る必要がある。背中の押し方を学ぶために、外部講師を呼んでの研修を開始している。 

浜頓別町では漁業も盛んである。漁家との交流を通して、漁家における後継者対策事情

と農村のそれとの間に明らかな違いがあることに驚いている。漁家では、後継者が「自力

で」相手を見つけてくることが多いと聞いている。そのため、結婚支援協議会のようなも

のは存在しないという。公的組織が間に入って結婚を支援するというのは、農村に特有な

のかもしれないと感じている。 

公費を投じて個人の結婚を支援することについてこれまで目立った批判はない。なぜ公

費を投じてまで結婚支援をするのか？については、「農村は食という人間に不可欠な産業

を担っているから」というものが適した応答ではないかと考えている。商店街の後継者不

足に悩む個人商店に対して同様の支援がそれほど見られないこととの違いはこの点にある

のではないか。 

類似組織に1987（昭和62）年設立の「北友会」がある。農村青年の婚活が今よりも盛ん

だった頃、本州から嫁いでくる女性向けの交流組織である。今でも本州から来た人が加入
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することはあるが、初期メンバーは高齢化している。 

2001（平成13）年に設立した「ゆめ酪農」は、酪農実習生や研修生を受け入れ、酪農家

の従業員確保や新規就農につなげることを狙いとしている。町の農業組織の代表者と受入

農家数人で運営委員会を組織している。JAや普及センターの代表も入っている。15年目の

今年に就農する人がおり、「ゆめ酪農」開始以降、第1号である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7-2 「ちょっと酪農体験しませんか」のパンフレット 
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第４節 別海町産業後継者対策相談所  

 

１． 別海町産業後継者対策相談所 

農村の結婚支援に関する別海町の取組みは、1970（昭和45）年の「別海町農漁村結婚相

談所」をひとつの画期としている。1974（昭和49）年には後継組織「別海町産業後継者対

策相談所」が発足し現在に至る。この体制のもと、1984（昭和59）年からは現在の取組み

の目玉である「菊と緑の会（通称：きくりょく）」が開始される。 

「相談所」の構成組織は町、JA（中春別、道東あさひ、けねべつ）、JF（野付、別海）、

商工会、町議会、普及センター、農業委員会、社会福祉協議会、公民館等、地域に関わる

ほぼすべての組織体である。事務局は町産業振興部農政課の2名の職員が担当している。 

予算規模は年間約800万円である。拠出の内訳は、町が約580万円、農協連が約150万円、

JFが約30万円、そのほかに商工会等が続く。この予算規模は相談所が発足した当初からほと

んど変わらない。このうち、「菊と緑の会」には300万円ほど支出する。 

「相談所」の現在の人員体制は、運営委員17名、対策相談員13名に加え、専任相談員が1

名である。「対策相談員」は町から委嘱され、任期は3年、手当はない。町内のJAやJFごと

に数名が割り振られている。年齢的には中高年者が多い。「専任相談員」を担当する川崎氏

は、元JA職員である（現在のJA道東あさひ）。55歳の時に退職した際に現在の業務を依頼さ

れ、現在は11年目になる。 

「対策相談員」は、農家の未婚者に対してこれまで何らかの働きかけをしてきたが、こ

こ5年ほどの間は、「個人情報保護」の気運から「動きづらい」状況にはある。 

漁業者の配偶者対策は農家に比べて「心配はなかった」という（漁業は土日が休みであ

るうえ、若者たちも夜に出歩いたりして自分たちでパートナーを見つけていた）。しかし、

ここ2～3年は、農家と同じように漁家に対しても結婚のサポートをする必要が出てきた。

現在は、漁家限定の配偶者対策として、釧路の業者に委託してイベントを開催している。

対象女性は釧路や根室から募集している。 

 

２． 菊と緑の会 

1974（昭和49）年に、大阪府枚方市より別海の酪農家に嫁いだ1人の女性が、故郷の枚方

市の市長を表敬訪問した際に、別海の魅力、当地の酪農家のパートナー対策の必要性を伝

えたことがきっかけである。この縁が1987（昭和62）年の両市町間の友好都市提携に結び

付いている。 

最初の6回は枚方市にて1泊2日の日程で開催した。その時に、カップルとなり結婚に至る

参加者が多く出たため、「結婚して別海に住む人がある程度いるのなら、別海開催でも良い

のではないか」ということになり、7回目からは、毎年10月のサケ祭りの時期に3日間の日

程で交流イベントを開催するようになった。今年度は新型コロナウィルスの影響で日程を

後ろにずらし、11月に開催する予定である。 
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現在に至るまで、このイベントを通して計93組が結婚に至っている。 

対象者は、男性は別海町内の未婚の酪農家（まれに漁家からの参加者もいる）だが、将

来的には根室管内からの参加者も受け入れる可能性がある。女性は、関西圏の未婚女性が

対象である。ただし、九州などの関西圏以外からの参加者も受け入れる。男女ともに年齢

等の条件は設けていない。 

「相談所」の意識として、イベントを年に1回開くだけでは「もったいない」というのが

ある。この問題意識から、フォロー体制を充実させている。たとえば、ここ6～7年の取組

みとして、イベント当日にカップルになった男性を連れて1か月以内に大阪に出向くように

している。また、年に4回は相談員が大阪に出向き、過去にイベントに参加した女性と会い、

来村への意思や今後の予定等について意見を聞くように努めている。いくら大きなイベン

トを開催したとしても、それだけでは人は動きにくい（1回のイベントだけで人生上の大き

な決断をするのは難しい）。その後、仲介者としての相談員が定期的に参加女性と連絡を取

り合うことや、交際を始めることになった男性を大阪へ連れていったりすることで、物理

的・心理的距離を縮めていくことが大切だと考えている。 

開催に関する諸々の事務作業（移動手段、宿泊先、イベント会場、募集案内の作成、依

頼等）はすべて相談所で行う（イベントのコーディネートを外部に委託しない）。募集に関

しては、枚方市の広報誌「ぱど」への掲載、枚方市役所の記者クラブでの依頼等を行う。

記者クラブでの告知では2～6社の新聞社に協力を依頼する（地方欄での記事化）。 

参加費は、男女ともに1人あたり30,000円である。女性にとっては安い（交通費・宿泊費

等含む）が、男性にとっては高い（宿泊しないのに）。 

菊と緑の会の開催から1か月後に「事後交流」を実施する。希望する男性を連れて、関西

圏で参加女性たちと交流する。参加する男性の旅費は自腹（ただし、現地での飲食代は相

談所が支出）。これまでに、大阪の街中の居酒屋で開催したり、神戸港のクルーズ船上での

交流会を開催した。 

会を通して道外から嫁いで来た人たちの交流の機会を年に1回設けている。近年は20家族

ほどが参加した時もある。この会とは別に、以前、府県出身のお嫁さんの組織として「ふ

るさとを語る会」というものがあった。しかし、参加者のなかに「もうこっち（別海町）

が故郷だと思っているから」や「ほかの地域活動が忙くなったから」という声が増え、5年

ほど前に解散した。 

相談所の取組みに対して、かつて「観光目的の人にお金を使ってしまうのではないか」

という批判が間接的にはあった。しかし、現在は、公的な組織である相談所が未婚者の結

婚をサポートすることに対する批判は特に聞かれない。 

 

３． 対象者の結婚に対する意思 

現在の対象男性の結婚の意思については、総じて「薄い」印象がある。なかでも20代の

男性は結婚の意思がない人がほとんどのようにみえる。本人は困っていないという印象で
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ある。しかし、親のなかには相談所に「必死に頼む」人もいる。 

30代の男性の結婚の意思については「半々くらい」の印象である。意思確認は、専任相

談員とJA職員が全員のところに回って話をする中で確認している。現職の専任相談員は元

JA職員ということもあり、農家への出入りに融通が利く。 

 

４． その他 

町では、担い手支援協議会の取組みの一環として、酪農研修牧場での研修生受け入れを

行っている。「結婚」という入り口ではないが、別海町で酪農をして暮らしてみたいという

人を受け入れる中で、地元の人と縁ができて結婚して酪農家として地域に根付く、という

パターンも少ないがある。こういうルートを確保しておくのも、地域に人に来てもらうた

めには重要である。 

30年ほど前に全国の農村の一部で行われた「アジアからの花嫁」のような取組みは、別

海町で検討されたことは特になかった。 

 

５． JA道東あさひ 

JA道東あさひの取組みには、大きく別海町産業後継者対策相談所での取組みとJA独自の

取組みの2つがある。JA管内の組合員は600戸ほどである。うち営農しているのは約500戸で

あり、そのなかで未婚の後継者男性がいるのは2割ほどである。女性後継者の未婚者は5～6

人程度である。 

 

１） 別海町産業後継者対策相談所での活動 

菊と緑の会への関わりは、相談所発足当初からである。JAからは対策相談員5名（JA組合

員）が参画し、年3回の会議に出席する。JAからは営農部営農振興課職員（根室支所を除く

3支所から3名）が出席している。 

主な業務には、例年10月に開催される「菊と緑の会」（3泊4日）の募集活動や当日の運営、

「事後交流会」への参加（大阪）等がある。 

 

２） JAの取組み 

JAには合併前からの組織体「後継者結婚対策推進委員会」がある。メンバーは、JA役員、

青年部、女性部のほか、農業委員や町の相談員等、町産業後継者対策相談所と重なる部分

もある。振興計画のなかでは「担い手育成・確保対策」に位置付けられている。業務は営

農振興課が担当している（全4支所から各1名）。 

2016（平成28）年からは、JA独自対策として、札幌でのイベント開催を開始した。毎年

11月に実施する。毎回、20～30代の男性を6～8人連れて札幌へ出向く。イベントの運営自体

は札幌の業者に委託している。参加する男性たちは楽しそうだが、「後が続かない」。遠距

離であるということや季節（冬）の関係から「今度いつ会う」という話につながりにくい。 
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札幌でのイベント以前から青年部では独自に取組みを行ってきた。その際には、近隣の

市町村が対象となっている。また、マナー講習のようなものも青年部が主催したこともあ

った。 

近年、「婿取り」の話題も委員会で出るようになった。具体的な検討はこれからの課題で

ある。 

JAからは、対象となる組合員宅にFAXでイベントを案内する。しかし、菊と緑の会もそ

うだが、無反応であることが多いのが実情である。そのため、JAから個別に「声掛け」し

てイベントに参加してもらうこともある。 

 

３） 取組みについての所感等 

現在の対象男性の結婚の意思は総じて「薄い」。特に20～30代の男性は、親世代が今もき

ちんと営農しているため「後継者」といってもあまりピンと来ていない様子である。 

管内の酪農経営の約7割は家族経営である。たしかに、家族経営でなくても経営はできる

（単身・法人）道はあるかもしれないが、それらが一般化するにはまだまだ時間がかかる

と思う。また、親が年老いているのを間近で見ているような年代の青年たちも、どちらか

というと結婚の必要性を感じていないように見える。 

「菊と緑の会」や札幌でのイベントの声かけしても、あまり「食いついてこない」。特に

「菊と緑の会」は3日間も家を空けてしまうイベントであるため、仕事面で親に負担を掛け

ることから参加出来ない（参加しづらい）という青年は多い。これについては親の後押し

ももう少しほしいところである。 

JAが未婚成年の結婚をサポートすることについて「なぜわざわざそんなことするんだ」

という声は聞かない。むしろ「もっとやれ」という声がある。取組の意義を組合員がある

程度認めてくれている表れだと思う。 

しかしながら、担当者としては「家庭内事情もあり、どこまで踏み込んでいいのか分か

らない」というのが正直なところである。 

親世代やその親の世代は、自分たちがこの地（別海）の草地を作り上げたという自負が

ある人が多い。一時期の政策で畑地の造成を進めた時期もあったが、この地で今の酪農を

作り上げたという思いがあるため「在宅離農」も解消されないのかもしれない。そのこと

が、次世代の家族との関係に何らかの影響を及ぼしているのかもしれない。親世代には、

子ども夫婦を後ろから見守る「一歩引いた目線」で、「困った時に手助けする」意識を持っ

ていただけたらと思う。 

結婚後のトラブルがJAに相談されることもある。なかには親世代との確執が理由の場合

もあるが、JAに持ち込まれた時点で「相当なレベル」の場合が多い。多くの場合には、JA

役員等に間に入ってもらうことで対応している。 

かつて話題になった「アジアからの花嫁」はJAでは検討されたことはない。 

ここ数年の酪農がやりやすい状況を続けていくためにも、職業としての魅力を発信し、
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次世代の育成に力を注ぎたい。その意味でも未婚後継者の結婚のサポートは大切だと思っ

ている。 

 

４） その他 

別海町で酪農をすることをアピールする取組みの一環として、4～5年前から府県の高校

を訪問したり、酪農体験として受け入れている。なかでも、播磨農業高校（兵庫県）の卒

業生2人が、今年から研修生として別海町に移住している。 

 

６． JA中春別 

 

１） 別海町産業後継者対策相談所での活動  

JA 中春別のある別海町には、農業後継者の配偶者対策の機関として別海町産業後継者対

策相談所がある。JA はその構成団体の 1 つとして結婚支援に参画している。業務内容とし

ては主に道内外からの申し込みに対するパイプ役である。 

業務を担当するのは経営相談課の職員 2 名である（ともに他業務との兼任）。 

JA の振興計画のなかでは、「担い手確保・育成と主体的取組への支援」のうち「担い手

が活躍できる環境づくり」として位置づけられている。 

 

２） 業務内容 

現在の主な業務内容は、別海町が大阪府枚方市と連携した後継者対策「菊と緑の会」へ

の参画と、札幌での結婚イベント（近年開始）の開催である。時期は、「菊と緑の会」は、

尾岱沼の祭りに合わせた 10 月～11 月頃、札幌でのイベントは 4 月頃である。 

業務の主たる対象者は組合員（酪農後継者）である。イベントの案内やプロフィール作

りの支援等を行う。 

町役場との連携としては、別海町産業後継者対策相談所事務局会議に年複数回、相談員

とともに出席し、実績・次年度計画等の打合せ、イベントの内容打合せ等を行っている。 

町イベントについては、道外（大阪府枚方市）の参加者とのイベントであるという事情

から、せっかくカップル成立に至っても、気軽に会いに行くことが出来ない側面もある。

カップリングしたお二方には細かな連絡を取り合い、お互いに時間を見つけながら会う機

会を作るよう工夫をして頂いている。 

民間の婚活業者とも連携し、農業に興味がある女性への広報も行っている。その際には、

農業や別海町という地域についての知識を事前に知ってもらうことを意識している。対象

となる酪農後継者に対するマナー講習等も実施している。 

 

３） JAの意向 

農村における結婚支援に対する JA の意向としては、次の通りである。JA 管内では、酪
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農家の高齢化、また後継者も結婚適齢期を迎えている方も少なくない。各農家がどこまで

酪農業を継続していくのかというのは地域の維持という観点からも非常に大きな問題だと

考えている。今後は、相談員、JA 担当者との会話の中で、未婚者の結婚の意思を確認しな

がら進めていく。また結婚、というのは非常にデリケートな問題であり、一度の失敗で結

婚意欲が失われてしまうケースも想定されることから、情報の管理には細心の注意を払う

ことと、費用的なサポートや情報提供について町とも連携し取組みを継続したいと考えて

いる。 
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第５節 JAきたそらち 

 

JAきたそらちは、北海道の空知地域北部にある深川市、雨竜町、北竜町、幌加内町の1市

3町を事業エリアとする広域合併JAである。音江町・深川市・一巳・納内・多度志町・雨竜

町・北竜町・幌加内町の8JAが2000（平成12）年に合併してできたJAである。本所と営農セ

ンターのほか、7つの支所を拠点に事業を展開している｡ 

2020（令和 2）年の組合員数は 7,804 人であり、うち准組合員は 6,317 人である。 

農業生産の中心は水稲であるが、生産量が全国一を誇るそばや、近隣JAとともに全国有

数の産地形成を果たした花卉など、米以外にも特色ある農業生産が行われている。また、

農薬や化学肥料の使用を必要最小限にとどめるクリーン農業を推進しており、米をはじめ

として、多くの農産物がクリーン農業技術を活用して生産されている。 

以下では、JAきたそらちにおいて取り組まれている結婚支援事業について記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAきたそらちでは、2011（平成23）年より「アグリパートナー事業」として後継者の配

偶者対策を行っている。営農振興部営農企画課の職員から、基本的に主担当者1名と副担当

者1名の計2名で担当している。 

事業内容は年間3回の交流イベントの開催（表7-1）。うち1回は外部委託（NPO法人赤い

糸プロジェクト）であり、残り2回はJAが担当する（企画・告知・受付・当日の進行等）。 

事業運営にあたっての職員研修は特に行っていない。年間1回のNPO法人赤い糸主催の際

に手伝うことが実質上の研修となっている。 

予算は年間150万円程度である。他には、JAグループからの助成金（JA共済 地域・農業

活性化促進助成）20万円や、幌加内町役場からの助成金（幌加内町からの参加者がいる場

合）を充当している。主な内訳は、委託費30万円（マナー講座を開催する場合もある）、

協力農家へのお礼（1万円／戸）、保険料（JA共済のイベント保険）1,500円程度、参加女性

へのお土産代・交通費（15万円）等である。 

2016（平成28）年度からは、JAのホームページ上でイベントの告知を行っている（図7-3）。

資料は営農企画課が作成し、総務部総合企画課が委託業者を通して掲載するようにしてい

る。その他の告知媒体は、北海道コンカツ情報コンシェル（掲載費無料）、委託先NPOの

ホームページ等である。 

事業名・組織名 JAきたそらち　アグリパートナー事業

事業開始年・組織設立年 2011（平成23）年

主な事業内容
交流イベントの開催（年3回、うち1回は外部委託）

　結婚を見据えた独身農業者への「出逢い」や「交流」の機会の提供

担当部署・人員体制
営農振興部営農企画課
（主担当者1名、副担当者1名）
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事業の対象者は、未婚の後継者（男性）である。女性後継者の婿対策は特に実施してい

ない。そのため、配偶者対策関係で青年部とは連絡をとることはあるが、女性部と連携す

ることはほとんどない。 

現在、JA管内8地区（一巳・音江・深川・納内・多度志・雨竜・北竜・幌加内）の青年部

には約200人おり、うち未婚青年（38歳程度まで）は4割強を占める（2019年5月1日現在）。

イベントへの参加者はそのうちのさらに3分の1程度である。 

管内の他の機関（北竜町農村後継者対策推進協議会や雨竜町結婚相談員会）との連携は

特にない。ただし、深川市（市民福祉部社会福祉課）と深川青年会議所とは連絡会議を開

いたことがある。4～5年前まで深川市農村青年部（市農政課所管）が婚活イベントを開い

ていたが、運営側（市農村青年部）の負担が大きく、現在は行われていない。 

JAでは現在、事業の見直しを行っており、アグリパートナー事業もその対象である。年

間3回実施していた交流会を1回に減らす案や、婚活支援費として対象組合員に直接資金を

渡す案等が検討されている。 

 

表7-1 「アグリパートナー事業」参加者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 女性
職員
引率者

計

2011 平成23 9 6 6 21 6

第1回 8 8 7 23 4

第2回 7 7 6 20 6

第1回 28 14 6 48 7

第2回 7 3 5 15 6

第1回 13 13 9 35 7

第2回 10 7 6 23 7

第1回 12 10 5 27 7

第2回 2 1 3 6 2

第3回 4 3 5 12 2

第1回 11 8 7 26 5

第2回 11 11 10 32 5

第1回 9 9 8 26 6

第2回 10 10 7 27 6

第1回 6 8 9 23 3

第2回 10 9 7 26 3

第1回 9 7 7 23

第2回

166 134 113 413

2012 24

実施年
男性

参加地区数

参加人数

2015 27

2018 30

2016 28

2017 29

2013 25

2014 26

2019
31

令和1

※JAきたそらち提供資料より

※JA単独事業のみ（委託開催については未把握）

合計
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図7-3 JAホームページ上の婚活情報（2021年3月1日閲覧） 
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第６節 NPO法人 赤い糸プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．設立背景と事業内容 

NPO法人赤い糸プロジェクトの設立は、2014（平成26）年1月31日である。現在は、理事

3名、監事1名のほか、ボランティアスタッフ約30名（空知管内）で運営している。 

主な事業内容は交流イベントの開催である。現在は月に2回のペースで開催している。1

～2時間で終わるのではなく、半日や1日がかりで開催することが多い。時には宿泊も伴う。

当日は、参加者のプロフィールや地域の魅力、当日行うゲーム（キンボール等）の説明等

を掲載した自作のパンフレットを配布する（図7-4）。 

設立当初は事業の範囲を農村に限定していなかったが、空知という地域柄、結果的に農

村にウエイトを置いた事業内容になった。 

設立後の2年半の間は、空知管内の市町村、JAを回り、結婚支援の重要性を説いてまわっ

たが、理解してもらえるところは多くなかった。しかし、現在は役場やJA等から委託の話

を頂くようになっている（北海道農業公社やJAきたそらち、JAいわみざわ等）。 

直近では、岩見沢市「出会い支援事業」の一環として、2017（平成29）年より結婚支援

グループ「糸」を、2019（平成31）年からは支援者を中心とした勉強会「絆」を設置して

いる。その他にも、「宗谷農村パートナー対策協議会」と連携して事業案を検討している。

2016（平成28）年には、空知振興局主宰の空知管内全域を対象にした交流イベントを受託

して実施した（そらちde逢いまつり）。 

 

２．現状認識と大切にしていること 

設立当初から大切にしていることは、「職業としてではなく、親の感覚で丁寧にやる」

ということである。結婚を支援するということは、本来は「ひそやかな」ことだと思って

いる。当事者達が誰にも知られずに結び付く手伝いをしてあげたいと考えている。 

イベントの申込窓口は代表理事が務める。申込から開催までに最低でも3回は本人と連絡

を取り合うようにしている。 

「農業青年に嫁ぎたい」女性層は確実にいる。彼女達が関心のあることに明確に答えら

事業名・組織名 NPO法人　赤い糸プロジェクト

事業開始年・組織設立年 2014（平成26）年1月31日

主な事業内容

結婚希望者への結婚活動支援事業
　　①出会い場（婚活パーティー）の開催
　　②結婚に関するセミナーの開催
　　③独身会員への個別の出会いの場（お見合い）の提供
　　④法人会員への上記サービス提供
　　⑤出会い場の企画・運営
　　⑥結婚に関するセミナー講師の派遣
　　⑦自治体単位での独身会員の登録・出会いの場の創出

担当部署・人員体制 理事3名、監事1名、ボランティアスタッフ約30名（空知管内）
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れることが、結婚を希望する農業青年には求められる。 

以前であれば「世話焼き」の人による紹介婚があったが、今ではこれが機能しなくなっ

ている。かといって、その代わりを結婚情報会社に完全に担えるかというとそうではない。

結婚情報会社に登録した際の「被害」を相談されることもある。昔のような状況に戻せる

わけではないが、そういった社会の「からくり」を少しでも復活させる努力は必要だと思

う。行政やそれに準ずる組織が本腰を入れて取り組んでくれると心強い。取り組むにあた

っては、1市町村や1JA単位で取り組むのにも限界がある。「全道」とまではいかなくても、

空知の全JAでひとつの交流会を企画する等のことは検討する価値はあると考えている。 

 

３．今後の課題 

これからの課題は、サポーター作り（世話焼き人）と男性の「教育」にあると考えてい

る。後者については特に重要だと思う。現在のように、イベントの直前にマナー講座を開

くのでは不十分である。1年ほど時間をかけて、対人関係についての一般的なことから始め

て異性に対する態度について育てていく必要がある。 

これまで農村青年を見てきたが、自信がある人や自分を語れる人、集まった時にてきぱ

きと行動できる人はだいたい結婚している。異性とうまくコミュニケーションを取れない

人もいるが、ぜひ自信を持ってほしいと思う。 

今後も行政と民間の取組みの間を埋めるものとして活動していきたいと考えているが、

永続的に活動できるとは限らない。そのため、行政やJAの担当者には、広域の意識を持っ

て取り組んでもらえるとありがたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図7-4 開催イベントのパンフレットの例 
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第７節 JAながぬま 

 

 JA ながぬまは、北海道の空知地域の最南端に位置する長沼町一円をエリアとする JA で

ある。町名の由来はアイヌ語の「タンネ・トー」（細長い・沼）であり、平坦な地勢のほか、

東には標高 290m におよぶ馬追丘陵、北には夕張川、南西部には千歳川を抱く田園都市で

ある。道立農業試験場のほか、ホクレン研究農場等、管内には多くの農業関連の研究施設

がある。 

2021（令和 3）年の組合員数は 1,617 人であり、うち准組合員は 766 人である。農業生産

は水稲を中心に、小麦や大豆のほか、馬鈴薯やトマト、玉ねぎ、長ねぎ、ブロッコリー等

の野菜に加え、和牛や豚肉、生乳生産も盛んである。 

以下では、JA ながぬまにおける結婚支援の取組みについて記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

１． JAながぬまにおける結婚支援事業「グリーンパートナー実行委員会」 

町が中心となった長沼町花嫁対策推進協議会とは別に、JAながぬまには2006（平成18）

年に発足した「グリーンパートナー実行委員会」がある。町協議会では、農業者だけでな

く商工関係者も含めた取組みが主であるが、農業者に特化した支援が重要だという考えか

ら、JAが独自に事業を開始し現在に至っている。 

実行委員会は、専務、常務のほか、4名の理事、青年部長、女性部長、JA営農部長、経営

相談部長で構成され、事務局は経営相談部が担う。事務局は、基本的に主担当者（30代前

半）1名と副担当者1名で担当し、前主担当者である係長（40代前半）が相談役となってい

る。 

実行委員会は例年1回、3月に会議を開き、当該年度の事業報告と次年度の計画を協議す

る。年間行事として、例年3月中旬、7月上旬、11月上旬に交流会（札幌市内）を実施してい

る。ただし、今年は新型コロナウィルスの影響ですべて中止になった。 

予算規模は約100万円である。他にはここ1～2年、JAグループの「JA共済 地域・農業活

性化促進助成」から約14万円、「農家・農村・農業体験支援事業助成金」（中央会）から約

17万円の助成を受けている（企画運営費として支給、飲食費不可）。 

実行委員会の会員（未婚農業者）は、2020（令和2）年2月1日現在、40名（すべて男性、

平均年齢は38.6歳）である。会費は設定していない。以前は60名以上いたが、2019（平成31）

年の初めに会員への意向調査を行った結果、継続の意思のない人や結婚に至った人等を会

事業名・組織名 JAながぬま　グリーンパートナー実行委員会

事業開始年・組織設立年 2006（平成18）年

主な事業内容
交流イベントの開催（年3回）

　未婚農業者・農業後継者に対するパートナー確保

担当部署・人員体制
管理部経営相談課経営相談係
（主担当者1名、副担当者1名、相談役1名）



58 
 

員から除き、現在の人数まで減少した。未婚の女性農業者も随時募集しているが、いまだ

かつて連絡があったことはない。 

青年部と女性部は、独自に婚活を行っているわけではない。青年部ではJAの女子職員と

焼き肉パーティーをしたりすることもあるが、それは特に婚活を意識して開催されている

わけではない。青年部・女性部と実行委員会との接点と言えば、青年部とは会員勧誘の協

力や交流会開催時期についての意見集約等をお願いする等であり、女性部との接点は、過

去に1度、知人女性を交流会に連れてきてくれたというものである。 

 

２． 会員への交流会の案内・事前準備 

会員への交流会の告知は本人宛に案内文書を郵送するという形をとっている。これは、

親や他の人に知られたくないという農業者の気持ちへの配慮から行っている（FAXだと親の

目にも触れる可能性があり、メールだとしても誤送信の可能性があるため）。 

交流会開催に先立ち、毎回、当日の1週間ほど前に会員向けに事前説明会を行っている。

そこで、服装・身だしなみ等に関する当日の心構えや、参加女性の事前情報、当日の車の

乗り合わせの調整等を行う。この後、事務局（JA職員）の方から数人に声をかけて積極的

に飲みに行くようにしている。そこで参加者の考えを知ったり、事務局からざっくばらん

にコメントしたりすることが重要だと考えている。なお、事務局と会員の多くとは普段か

ら密に交流する関係にある。また、当日に先立ち、マナー講習会も開催している。 

会場となる札幌のホテルと協議し、長沼町産の食材を使ってもらうようにしている。 

参加にあたっては事務局（JA職員）や参加会員が車を出し、参加男性が分乗して札幌に

向かう。当日は2次会までは事務局で設定するが、帰りについては各自に任せるようにして

いる。2015（平成27）年までは貸切バスを使っていたが、参加者が同じ時間に帰るという

のは、その時の出会いの機会を損なうと考えたため廃止した。その場の雰囲気で意気投合

して、各自で「次（2次会、3次会）」を設定して交流を深めるということを積極的にやって

ほしい。貸切バス方式だと結婚式に参加する人たちの集まりのようで、新しい交流が生ま

れるきっかけに欠ける。 

実行委員会が企画した交流会以外に会員が参加することも推奨している。年間予算のな

かにも、外部のイベントへの参加費助成を設けている（4万円程度）。ただし、現在までそ

れほど使われていない。 

 

３． 女性への交流会の告知・募集 

交流会の告知や参加女性の募集は、㈱農協観光・全中が管理するwebサイト「Jointly Green

（ジョイントリー・グリーン）」を活用している。「Jointly Green」とは、2010（平成22）年

に発足したJA都市農村交流全国協議会が設置したイベント検索サイトであり、2013（平成

25）年に開設されている。JAグループが全国で展開する都市農村交流事業を検索でき、そ

のなかに農業者との婚活イベントも含まれている。 
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告知に関しては、そのほかに「結婚サポートセンター 北海道コンカツ情報コンシェル」

のwebサイトへの掲載、フリーペーパー「Sapporo City Life」（1998年創業、月1回発行）への

掲載を行う。 

交流会については、2006（平成18）～2009（平成20）年は、長沼に来てもらって宿泊す

るという形をとっていた。 

2～3年前までは女性からも参加費を徴収していたが（2～3,000円程度）、現在は無料にし

ている。無料にしたことで申込者が増えるようにはなったが、「ドタキャン」（申し込んだ

のに当日連絡が取れなくなる）する人が出てくるようになった。 

参加女性の飲食費は実行委員会がもつ。ただし、参加に際しての交通費は助成しない。 

参加女性の多くは札幌圏から来るが、小樽や恵庭、釧路のほか、道外（東京）からの参

加者も少数ではあるがいた。交通費を助成しているわけではないので、他の用事で来札す

るタイミングが合ったということだと考えている。 

 

４． 事業者との提携の経緯 

2010（平成21）～2015（平成27）年には地元の業者に委託し、集客や当日の司会を依頼

していた。ただ、参加する女性に結婚の意思が見られない（食事目的で何回も来る）こと

がたびたび見られるようになる。この期間、新札幌のシェラトンホテル（現ホテルエミシ

ア）を会場に貸切バスで移動していた。 

2016（平成28）年からは、㈱農協観光の東京本社の職員とのつながりができ、そこの紹

介で大手結婚情報会社に依頼先を切り替えた。しかし、参加女性の情報を事前に開示して

くれないことや、契約時に強調していた集客もそれほどでもなかったこと等から、1年半ほ

ど付き合った（3回程度の交流会）後、契約を更新しないことにした。 

現在は、㈱農協観光の東京本社の職員を通して、交流会の内容に関する提案や、告知、

集客を依頼している。費用は交流会ごとに支出し（年契約ではない）、その額は、年間予算

のおよそ半分弱に相当する。 

 

５． JAながぬまにおける結婚支援事業の特徴 

JAながぬまの結婚支援の特徴は、JAによるイニシアチブの強さにある。商工関係者を含

めた町全体の取組みとして長沼町花嫁対策推進協議会があるが、そのなかでも特に農業者

に特化した取り組みをJAが主導して行っている。そしてその取組みを支えているもののひ

とつに、JA職員と組合員の近さがある。経営相談課の職員はJA管内の各地区を担当し、担

当農家と日常的に交流する。その交流のなかに、実行委員会会員との交流もある。また、

経営相談課の職員の年齢層は近年若くなってきており、後継農業者との年の近さも交流を

促進する後押しになっている。このような背景から、事務局となるJA職員によるサポート

は手厚いものになっている（会員が交流会に着ていくスーツを一緒に買いに行くこともあ

る）。JAとしては、会員（未婚農業者）には実行委員会を経由して磨かれて魅力的な男にな
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って結婚に至ってくれれば嬉しいと考えている。実行委員会が企画する交流会以外でも良

い相手を見つけてきてくれることを望んでいる。 

 

６． 今後の課題・検討事項 

男性の「教育」について、これまで講師を呼んでマナー講習会を実施してきた。しかし、

これまでに呼んだ講師は全員女性ということもあり、女性目線から「相手の目を見て話し

ましょう」「身だしなみはきちんとしましょう」「笑顔を大事にしましょう」といった、極

めて一般的（社会人としてはあたりまえ）なことを伝えるに留まっていた。講習会に参加

する会員のなかには「そんなの言われなくてもできる」という態度の者もいたりして、講

習会の成果は芳しいものではなかった。 

こういう事情があるため、マナー講習会の見直しも検討している。具体的には、講師を

もっと身近な男性（たとえばJA職員）にして、「男として女性と良い関係になろうとしたら

何をすべきか」といった話をした方が会員たちにももっと響くのではないかと考えている。

同じ男からしかアドバイスできないこともあると思う。 

仮に交流会の最後にめでたくカップルが成立したとして、その後のこと（結婚に対する

進捗状況等）を本人たちに確認することが難しい。どこまで入って良いかを判断しかねる

というのが実情である。これに対しては、事務局に女性職員を入れて、女性には女性職員

からそれとなく様子を聞くようなことをしても良いかもしれないと考えている。男性会員

に対しては、飲み会等の日々の会話の中で随時フォローするようにはしている。 

結婚支援は担い手支援のなかの重要課題だと思う。ただし、拙速に「実績」を求めない

でほしいとも思う。 

女性の集客は今も昔も重要課題だと考えている。町内全体を見回すと、未婚女性は少な

くないと思う。町内の未婚女性との交流会も企画したいと考えている。それを今年の2月に

企画してはいたが、新型コロナウィルスの影響で中止になった。 

  

 

第８節 まとめ 

 

 ここまで、地域協議会ならびに事業者の事例を見てきた。本節では、これらの事例

から見出せるポイントを以下の 5 点に整理してみたい。 

 

１． 複数の組織によって構成される地域協議会 

地域協議会は、農業委員会が事務局となっている場合が多い。しかし、JA 等を含め、複

数の組織による連合体である点は大きな特徴である。地域の維持、継承をその地域にかか

わる複数の組織によって担っていくという理念に支えられた組織が地域協議会である。美

幌町で見たように、町、町議会、農業委員会、教育委員会、普及センター、北海道美幌高



61 
 

等学校、JA 美幌町、美幌町農民同盟、社会福祉協議会、美幌町農業担い手対策協議会結婚

相談員会といった実に多様な組織によって構成される「地域総ぐるみ」の事例もある。 

 

２． 組織間の広域連携 

美幌町や浜頓別町の事例にあったように、各地域協議会は、より広域な組織のもとに位

置付けられている場合が多い。美幌町であれば「網走郡下農村結婚相談員連絡協議会」、

浜頓別町であれば「宗谷農村パートナー対策協議会」である。いずれの場合にも、広域組

織での主な活動は、年に 1 回か 2 回の合同交流イベントの開催だが、より広域の組織が存

在することによって、結婚の当事者、支援者双方にとって複数の層にわたる「私達の地元」

を意識することができるはずである。 

地区－町－市－振興局－北海道と、状況に応じて「地元」のエリアを設定することによ

って、近隣エリアの問題（交流イベントに人が集まらない、交流会の開催を相談できる人・

業者がいない等）や取組み事例を共有することが可能になる。 

 NPO 法人赤い糸プロジェクトの事例に見られたように、1 市町村や 1JA 単位で取り組む

だけでなく、より広範囲を射程に入れた交流会を企画する際に、広域組織がその力を発揮

できるはずである。 

また、別海町のような自治体間の連携による組織的な人の移動の促進も重要であった。

同町では、別海町産業後継者対策相談所を中心に、町内の酪農後継者と関西圏の未婚女性

との交流会（菊と緑の会）を例年 10 月に 3 泊 4 日の日程で開催している。これは、大阪府

枚方市より町内の酪農家に嫁いだひとりの女性が故郷の枚方市の市長を表敬訪問した際に、

別海の魅力や当地での酪農家のパートナー対策の必要性を伝えたことがきっかけで開始さ

れたものであり、開始から 40 年近い歴史を持つ。両市町は、1987（昭和 62）年に友好都

市宣言を締結し、現在に至るまで自治体レベルでの交流が行われている。 

 

３． ワンクッションを置いた姿勢 

 地域に移り住んでくれる人を増やすこと、そのなかでも、できれば農業に専従してくれ

る人を増やすことを目的としたとき、はじめから、「移住かつ就農の意思のある人」を募集

することは、潜在的な移住（あるいは就農）希望者の母数を自ら減らしてしまうことにつ

ながりかねない。この点については、美幌町の取組みが参考になる。 

美幌町では、「美幌で農家に嫁ぎたい女性」に限定するのではなく、センターの農業実習

や農業アルバイトによる農業現場への参加等を通して、縁があれば地元の青年と結婚して

もらえれば良いという姿勢がとられていた。「何が縁となって交際・結婚に至るかは誰にも

分からない」ため、「間口を広げて」美幌に来てもらうという姿勢を大切にしていたのであ

る。その姿勢が来町者の緊張をほぐすことにつながってか、美幌町ではこれまでコンスタ

ントに結婚が成立しているという。ここからは、最初から「結婚ありき」で人を募るので

はなく、地域の実情や状況によってはワンクッションを置いた姿勢も有効であることが示
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唆される。このような「間接的な結婚支援」の取組みは、別海町の酪農研修牧場にも共通

する姿勢であった。 

 

４． 人員体制 

JA きたそらちでは、結婚支援を担当する職員は 2 人（ともに兼任）であった。これを適

した数と見るか少ないと見るかは、事業の内容と量によって変わってくる。現在のように、

年に 2～3 回の交流イベントの開催であれば、この体制でも十分なのかもしれない。ただし、

JA では毎回のイベントに出役する職員引率者の数が、1回平均 6.5人であり（表 7-1より）、

スポット的とはいえ多くの職員によってこの事業が支えられている点は注意しておくべき

である。 

JA では現在、年間予算のほぼすべてを交流会イベントの開催ならびに、その前後に実施

される研修会（マナー講習等）に充てているが、この状況は他の JA でも概ね同じではな

いだろうか（この点については、ぜひ全道の JA にアンケートで伺ってみたい）。 

いずれにしても、担い手育成の一環、ひいては地域づくりの一環として結婚支援を行う

にあたって、少なくとも「どのような理念で」、「どのような内容の事業を」、「どれだけの

頻度で」行うかが明確でない以上、人員体制の拡充や縮小の是非を安易に議論することは

できないのである。このことは、地域協議会等の支援主体でも同様である。 

JA グループ北海道は 2018（平成 30）年の大会決議において、「協同組合理念に基づいた

事業運営」を提起し、ライフステージに応じた事業・サービスの拡充、地域貢献活動の推

進を打ち出している。今後は、これまでに既に取り組まれてきた子育て支援の取組み等と、

結婚支援の取組みが今以上に連携するような形で進んでいくかもしれない。その時に、人

員体制も含めて、JA における今後の結婚支援のあり方がこれまで以上に議論されていく可

能性もゼロではない。 

 

５． 私達が支援すべき対象者は誰か 

「支援」とうたうからには、その対象者が明確化されていなければならない。北海道農

業公社では、1998（平成 10）年以降、「農業後継者の配偶者確保状況等に関する調査」が

行われており、農村の結婚に関する全道的な把握が試みられている。公社では、農業後継

者の配偶者確保を目的に、1995（平成 7）年より「グリーンパートナー対策」を行ってい

る。調査はこの一環であり、全道 174 の地域担い手育成センターを対象に、3 年に 1 度実

施されている。農村の配偶者の状況を長期にわたって把握しようとするこの調査は、全国

的に見ても極めて貴重である。 

これによると、直近 2019（令和元）年の未婚者の年齢構成は、「29 歳以下」が男性 34％、

女性 26％、「30～35 歳」が男性 27％、女性 26％、「36 歳以上」が男性 40％、女性 48％と

なっている。 

一方で、地域ごとに把握する試みもある。たとえば、稲作地帯の JA きたそらちの把握
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によれば、管内の青年部員、約 200 人のうち、4 割強が未婚者ということであった（2019

年 4 月末現在）。また、畑作地帯の美幌町協議会の把握によると、町内の独身農業者は 74

名（うち女性 1 名）であり、うち、25～39 歳が全体の 59.7％を占めていた（2019 年 3 月末

現在）。 

このように、未婚者の割合や年齢構成を把握することは、支援者が自身の直面する現実

を俯瞰する上で極めて有用である。では、もう一歩踏み込んで、未婚者のうち「結婚した

い」と思っている人はどれくらいいるのだろうか。それについて参考になる調査が浜頓別

町の例であった。 

第 2 章で見たように、未婚者の結婚の意思に関する日本全体の傾向を知る調査は存在す

る。では、農村の場合はどうか。残念ながら、農村の未婚者に関して全道を網羅した「意

思」を把握できる調査はない。しかし、地域ごとに把握する試みはある。浜頓別町農村花

嫁対策推進協議会の取組みがその好例であった。改めて振り返ってみたい。 

浜頓別町協議会では、1984（昭和 59）年の設立以来、道外を含む地域外からの結婚希望

者（女性）を受け入れ、町内の農業後継者との縁結びに取り組んできた。ところが、近年、

次の 2 点が課題になっているという。それは、町内での婚活に申し込む女性がいたとして

も、それに応じる男性がいないことと、婚活を円滑に進めるために研修会等を開催しても

参加する男性がいないことである。そこで、同協議会は、「そもそも町内の未婚男性には結

婚する意思があるのか」という問いを立て、それに対して、結婚に対する「本気度調査」

を実施することとなった（2019 年 2 月）。 

同協議会によって「本気度」は明確に定義されていた。それは、「女性との会話や交流や

お付き合いなどを上手に進めるための研修会や、女性から婚活活動に申込みがあったとき

は、特別な事情（災害や不幸など）のない限り、最優先の課題として参加（休暇を取得し

たり、ヘルパーを確保してでも参加）すること」である。 

本気度調査の質問は「貴方は本気で結婚したいと思いますか。」、そして、「今後、花嫁対

策推進協議会から、交流会や婚活イベントの声掛けをしなくても良いですか。」の 2 つであ

り、「はい」か「いいえ」のいずれかで回答するという極めてシンプルなものである。これ

によって、結婚の意思がある者の存在を把握し、支援の対象者が誰であるのかを知るので

ある。同協議会の会長は、これまで結婚の意思が不明であった若者が、実は結婚の意思を

持っていることを知ることができた、と調査の成果を語ってくれた（2019 年 7 月 11 日）。 

 

 

 

 

 

 



64 
 

第8 章 農村における結婚支援の現状と意義 

 

 本章では、ここまでの事例調査を踏まえながら、農村の結婚支援の意義と難しさについ

て考えてみたい。より深く実態を知り、そのうえで有益な情報を編んでいくためにはまだ

まだやるべきことも多いが、現時点で言えることを述べてみたい。まずは、ここまでの事

例を振り返る。 

 

第１節 農村における結婚支援の現状 

 

本研究では「持続可能な農村づくりにおける結婚支援事業の意義」という大きなテーマ

に対して、次のような小テーマを経由することで接近を試みた。1 点目は、結婚一般の状

況はどのようなものか、2 点目は、農村で結婚支援に携わる方々はどのような人達なのか、

3 点目は、その方達はこれまでどのようなことをやってこられたのか、最後の 4 点目は、

その方達は現在、どのような現実に直面しているのか、というものである。それぞれに対

応する形で以下でまとめてみたい。 

 

１． 結婚一般の状況 

 公開されている統計資料に基づくと、現在の結婚の状況は次のように把握できる。 

以前に比べて結婚する人が減り（婚姻率の低下・未婚率の上昇）、結婚するにしてもその

年齢は上昇傾向にある（平均初婚年齢の上昇）。 

一方で、未婚者が交際相手と出会うきっかけは、依然として「学校」や「職場」等が多

数を占める。では未婚者の結婚の意思ははどうかというと、それは、若干の低下傾向は見

られるものの、依然として高い水準を維持している。 

 一方で、現在は「婚活ビジネス」をフロンティアと見定め、大手の民間企業が事業に乗

り出している。人が介在する「仲人型」と、相手の紹介に特化する「データマッチング型」

がその事業形態である。 

 

２． 支援の主体と農村の結婚の経路 

農村の結婚支援を担うのは、多くの場合、地方自治体、農業委員、農協等によって構成

される地域協議会である。他には、自治体や農協、地域の結婚相談所や NPO が、他機関の

協力を仰ぎながら独自に行う場合もある。 

地域協議会や自治体、農協等の実施主体のうえに、国（内閣府、総務省）、全国組織、地

方自治体の取組みがある。北海道では、北海道農業担い手育成センターである（公財）北

海道農業公社と、結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報コンシェル」（2015 年設立）

が全道を網羅する統括的な役割を担っている。 
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農村における結婚の経路は、大きく以下の 3 パターンに分類される。 

① 「農村在住の未婚男性（多くが後継者）」に「都市在住の未婚女性（非農家）」が嫁ぐ 

② 「農村在住の未婚女性（後継者含）」に「都市在住の未婚男性(非農家)」が婿入りする 

③ 「農村在住の未婚男性（女性）」と「農村在住の未婚女性（男性）」が結婚する 

①が最も多い例であるが、近年では②の事例にも注目が集まるようになっている。 

 

３． 活動の経緯 

全道規模で活動してきた北海道農業公社、結婚サポートセンター「北海道コンカツ情報

コンシェル」、NPO 法人北海道マリッジ・カウンセリングセンターの主な活動は、①結婚

をサポートするための情報提供、②支援の充実に向けた研修会・相談会の開催、③全道の

結婚状況の把握であった。これらの活動は、結婚を希望する個人だけでなく、結婚支援の

任にあたる人々を支援する役割を担ってきた。 

地域規模で活動してきた各協議会や JA 等の主な活動は、地域の未婚者の結婚をサポー

トするための①交流会の開催、②参加者への研修会の開催、③地域に来てもらうための各

種の施策（農業実習や移住体験等）の実施、④地域の結婚状況の把握であった。 

 

４． 直面する現実 

関係者の皆さんにお話を聞く中で、農村における現在の結婚支援の状況を読み解く鍵と

なる以下のような表現に、幾度となく出合う機会を得た。これは、支援する方々が直面す

る現実をそのまま表したものでもある。 

1 点目は、イベント運営の難しさである。これは参加者の確保に代表される。「結婚の意

思のある人は確実にいるはずなのに交流会を開催しても思うように参加者が集まらない」、

という状況である。この点は、参加者確保のノウハウについて蓄積のある、大手民間企業

を含めた専門事業者が求められる理由にもなっている。 

また、昨年来のコロナ禍では、イベントがオンライン開催に切り替わったり、あるいは、

イベント開催ではなく、データマッチング型のサービスの導入に支援の方向を転換する例

も出てくるようになっている。従来のような参集型のイベント運営が見直されつつある状

況にあるともいえる。 

2 点目は、結婚を希望する未婚者（特に男性）に対する研修の充実の必要性である。よ

く聞かれた声に、「男性は地域の魅力や自身の経営の展望について、情熱をもって語れるよ

うであってほしい」というものがあった。「迎える側」の男性がこのような発信力を備えて

いることが、相手に対する自己アピールになるだけでなく、自身の将来について真剣に考

え、「わざわざ来てくれた」女性に対する「もてなし」にもつながるという思いが、この言

葉の背景にあるように思われる。 

また、交流会の開催に先立ち、参加する未婚男性に対するマナー講習、コミュニケーシ

ョン講座等が開講されることも一般的に見られるが、このことと関係しているだろう。 
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3 点目は、農業実習や移住体験のような「ワンクッション」を置いた姿勢である。結婚

支援の目的を、地域に移り住んでくれる人を増やすこと、そのなかでも、できれば農業に

専従してくれる人を増やすことに設定するとき、最初から、「移住かつ就農の意思のある人」

を募集することは、潜在的な移住（あるいは就農）希望者の母数を自ら減らしてしまうこ

とにつながりかねない。 

「何が縁となって交際・結婚に至るかは誰にも分からない」ため、「間口を広げて」地域

に来てもらう、という姿勢によって、地域の人と縁ができて結婚に至り、その地域で暮ら

すようになる、というような、長い目で見た対応が重要になる。 

4 点目は、公費を投じることに対する大小の批判である。地域によって状況は様々だが、

現場で結婚支援に携わる方々は、大なり小なり「なぜそんな活動をしているのか」という

プレッシャーにさらされているように思われる。そして、ご自身なりに「やりがい」と批

判の間で折り合いをつけているように思われる。 

 

第２節 web を介した農業専門婚活サービスの登場 

 

近年、「Raitai（ライタイ）」（2017 年開始）や「あぐりマッチ」（2020 年開始）といった

農業専門の婚活サービスが登場し、利用が開始されていた。これは、web を介したサービ

スであり、従来のように地域協議会が行っていた支援の内容と性質の大きく異なるもので

あった。 

一般に、結婚支援サービスには「仲人型」と「データマッチング型」がある。仲人型は

当事者の間に専門スタッフが介在する形態であり、出会いを取り持ち、その時々の相談や

助言を通じて２人の交際、結婚をサポートする役割を果たす。 

データマッチング型は、運営者によって設けられた web 上のシステムを介して希望の条

件を満たす相手を当事者自身が検索する形態であり、直接のやり取りを経て交際、結婚へ

と至る仕組みである。端的に言うと、出会いをセッティングするのが人（仲人）かシステ

ムかの違いである。 

 この分類に照らすと、地域協議会の活動の大半は仲人型である。交流会を主軸に出会い

の場を提供してきたからである。協議会の結婚相談員は、異性との交際や農村での暮らし

に不安を覚える未婚者の良き相談相手として、あるいは誰と誰を引き合わせるかに手腕を

振るう良縁の仕掛人として、結婚を意識する当人たちとこれまで向き合ってきたといえる

だろう。現在は、ここにデータマッチング型の結婚支援サービスが加わり始めているので

ある。 

このような状況を今般のコロナ禍と合わせて考えてみると、次のことが示唆される。そ

れは、オフラインでの参集型イベント以外の結婚支援の可能性である。 

従来、農業後継者に対する結婚支援は、農村の外から未婚女性を招くか、あるいは未婚

農業後継者が都市部に出向くかして各地で交流会を開催する、というものが定番とされて
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きた。しかし、今般のコロナ禍においては、これまでと同じような形態では交流会を開催

することが難しくなっている。開催にあたっては相応の感染対策が求められるだけでなく、

そもそも多数の人が集まるイベントの開催自体が容認されないような状況にあるからであ

る。このような状況において、今まさに光が当たっているのが web を介した結婚支援であ

った。事実、Raitai では、サイトを通して成婚に至る会員が堅調に出てきているという。 

農村の結婚支援において参集型のイベントが重要であることはこれからも変わらないだ

ろう。しかし、その一択にこだわるのではなく、違うタイプの支援のあり方が支援のカー

ドに加えられることも重要だろう。お話を伺ったなかには、既に、マッチングアプリの利

用に関する情報提供を行っている JA や協議会もあった。 

「最近の農業青年はおとなしい」ということが、結婚に関してまことしやかに語られる

ことがある。特に、未婚の農業後継者を形容する言葉として使われることがある。しかし、

大人数での婚活イベントで、「話のうまい人」、「積極的な人」、「気配りのできる人」に注目

が集まることは、ある意味であたりまえのことである。これは農業青年に限ったことでは

ないだろう。相対的に「話の苦手な人」、「大勢の異性のいる前で積極的になることが苦手

な人」、「気配りを態度で表すことが苦手な人」たちが、結婚に対して「おとなしい」と評

価されがちになることは決して否定できない。 

もしかすると、こうした人たちは、結婚に対して「おとなしい」のではなく、参集型イ

ベントという仕組みになじまなかっただけ、そのために「おとなしい」に分類されてしま

っただけ、という可能性も考えられるのである。 

web 上のマッチングとは、基本的に当人同士が 1 対 1 でつながる場である。オンライン

であるとはいえ、立派な対話の場である。相手の心の機微を読み、言葉を尽くして自分の

意思を伝える、ということが参集型とは違う形で求められる場である。参集型では「おと

なしい」とされていた人も、もしかすると、ここでなら「話のうまい人」になるかもしれ

ない。「積極的な人」、「気配りのできる人」になるかもしれない。そんな可能性はないだろ

うか。ここ 1 年におよぶコロナ禍が、農村の結婚にもたらした気づきのひとつは、こうい

うところにあるのかもしれない。 

 

第３節 農村における結婚支援の意義と難しさ 

 

１．「結婚ありき」ではない、しかし、結婚に導く必然性がある 

農村の結婚で前提とされているのは、当然のことながら、必ずしも「結婚ありき」では

ないということである。現在、結婚するかどうかはあくまで「個人の選択」に委ねられて

いる。結婚に関心のない人に対して「無理やり」結婚を勧めたり、未婚の人を「いつかは

結婚する人」というように、結婚をゴールに設定したものさしの上にすべての未婚者を配

置してその遅速を云々することが、農村の結婚支援において推奨されているわけでは全く

ないということである。 
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第 2 章でみたように、日本全体で見ると結婚の意思がある未婚者は多い。農村でもその

傾向があると見るのはあながち間違いではないだろう。結婚の意思がある未婚者に対して

適切な支援の手が届くようにする、というのが、農村の結婚支援に携わる方々に共通する

態度であろう。だからこそ「私達が支援すべき対象者は誰なのか」を明確にするために、

浜頓別町協議会の「本気度」調査のような試みが求められたのである。 

上のことをより具体的に言い直してみたい。「（周りが放っておいても）自分で判断し、

自ら行動して結婚に至る人」というよりも、「自分の人生にとって結婚は最良の選択なのか

を判断しかねている人」や「結婚したい気持ちはないわけではないのだが、いま、何につ

いてどのように行動すべきかを模索している人」のように、結婚を前にして自身の態度に

慎重である、現在未婚の方。おそらく、こういった人達が結婚支援の対象者なのである。 

では、「個人の選択」の側面を持つ結婚に対して、公費を投じてでも支援する根拠はどこ

にあるのだろうか。それは次の点にあると言える。農村（地域）は、その地域の土地に最

前線で関わる農家の家族形成ならびに家族単位の継承（次世代世帯員の結婚、子の出産・

養育）によって維持・継承されるから、というものである。端的に言うと、結婚を通した

家族の形成は、「地域づくり」に最も有効だからである。 

そして、このことを支える 2 点の論拠が考えられる。 

1 点目は、現在の農業の大部分は家族（夫婦に基づく）によって営まれている、という

点である。国連が「家族農業の 10 年」（2019 年～2028 年）を定めたことに象徴されるよう

に、世界の農業の大部分が家族単位によって営まれるということが世界的な共通認識にな

っている。2015（平成 27）年の農林業センサス（農水省）によると、日本における農業経

営体に占める家族経営体の割合は 97.6%（全 1,377 千経営体のうち、1,344 千経営体）であ

り、EU やアメリカと同程度である。北海道でも家族経営体の割合が 93.8%（一戸一法人を

含む）と、家族経営が大多数を占めている。家族によって営まれるという点が大きく揺ら

がない限り、「地域づくり」を重要な政策課題に掲げる行政主体が、家族形成に直結する結

婚に公費を投じることは根拠を失わないと言える。 

2 点目は、結婚と出産が（今のところ）分かちがたく結び付いている、という点である。

「地域づくり」を支える家族単位の継承において、出産は人口の自然増につながる重要な

要因となる。そして、少なくとも現在の日本においては、出産は結婚から生じる場合がほ

とんどなのである。 

図 8-1 に示したのは、OECD（経済開発協力機構）の調査（Family Database）である。こ

れによると、加盟国36ヵ国の、出生数に占める婚外子の割合（2016年）は、フランス （59.7%）、

アメリカ（39.8%）等の国に比べ、日本はわずか 2.3%である（注 8-1）。つまり、日本にお

いて、子どもは婚姻関係にある夫婦から生まれるということであり、行政が結婚支援をす

ることは出生数の上昇に直結すると考えられるのである。出生数に占める婚外子の割合が

今以上に大幅に増加しない限り、行政による結婚支援は人口政策としての有効性を失わな

いはずである。 
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このように、「地域づくり」という観点に立つとき、農村の結婚を支援する必然性が出て

くるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 OECD加盟国における全出生数に占める婚外子の割合（2016年） 

 

資料：Share of births outside of marriage, Family Database, 2016（OECD）より作成。 

注 1：1 年間に申告された婚外出生児の数を全出生児数で除して算出する。 

注 2：単位は%。 
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２． 「地域づくり」の一環であると同時に「個人の選択」でもある 

以上の 2 点は、結婚の支援者、ひいては行政サイドから見た論理である。行政サイドに

立った時、「農村での結婚に関心のある未婚者を、いかに地域の農業担い手と結びつけ、い

かに地域に根付いてもらうか」ということが重要な課題になる。その際に、現在、結婚に

関心のある未婚者を結婚というゴールに向けてサポートすること、結婚に対する態度を保

留している未婚者に寄り添うこと（場合によっては、結婚活動に踏み出すように促すこと）

が支援者の課題になる。 

しかし、先にも述べたように、現在の結婚は究極的には「個人の選択」である。上に述

べたような、いかに結婚支援の社会的意義（地域づくりの一環）があったとしても、結婚

を望まない未婚者に結婚を無理強いすることはできない。 

仮に、結婚に前向きな未婚者が、あることがきっかけで結婚に気持ちを向けられなくな

る時がきたときに、「地域づくり」の一環という「公」の論理によって、結婚活動に引き戻

すことはできないだろう。支援者はそれ以上、個人の内面に踏み込むことができないので

ある。 

これまでにお話を伺った限りでは、支援に携わる方々は、「これ以上踏み込むべきか否か」

という、いわば「関与の限界値」を各々に設定されているように見受けられた。結婚支援

とは、「地域づくり」という公的使命を帯びる反面、対象者の人生に深く関わる極めて私的

なものでもある。結婚支援に携わる方々は、「誰に対して、何を、どこまで支援すれば良い

のか」という課題に日々、直面していると感じる。農村の結婚支援の難しさはこういう点

にあると考えられる。 

支援にあたる方々は、農村の維持と農業後継者個人の幸せという「公」と「私」の両立

を、各自が絶妙なバランス感覚でこなしていると言える。 

 現在の結婚研究を主導する山田昌弘は、近代の結婚には 2 つの矛盾があると論じている

［山田 2019：62-69］。そして、この矛盾の増大により、結婚という制度そのものの存続が

危うい状況にあると指摘している。 

2 つの矛盾とは、1 つに個人と社会のそれであり、2 つに恋愛と生活の矛盾である。本節

に関連して特に重要な点は、特に 1 点目である。個人と社会の関係についていうと、以前

は、「コミュニティのもの」という意味合いの強かった結婚（そのため、結婚を周囲でお世

話し合うことが当たり前だった）が個人のものになる。このことによって、ともすれば個

人の意向よりもコミュニティの論理が優先される状況が生む抑圧から個人が解放されたの

は確かである。しかし、その反面で、結婚したい当人は個人の自助努力で頑張るしかない

状況になった。そこに商機を見出したのが昨今の民間企業であろう。 

こう考えると、これまで結婚支援の任にあたってこられた地域協議会の方々には、民間

企業には担えない役割をこれまで以上に打ち出していくことが求められるだろう。「需要」

は確実にあるのだから。 
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（注 8-1）ほぼ全ての加盟国で婚外子の割合は増加傾向にある。たとえば、フランスでは

2000 年の 43.6%から 2016 年の 59.7%に増加している。この背景には、「結婚」か

ら事実婚（同居）へのシフトが顕著であるという事実とともに、婚外子に対する

社会的な偏見と差別が薄くなったことがある［中島 2010：120-136］。加えて、結

婚に代わる制度的な受け皿としての「連帯民事契約」（同性または異性の成人 2 人

による、共同生活を結ぶために締結される契約：PACS）が整備されている（結婚

しなくても制度上の不利益を被らない）ことも大きく作用しているという［中島 

2010：128-136］。 

OECD 加盟国に限っての話にはなるが、婚外子の割合が世界的に増加している現

状にあって、頑なに低率を保持し続ける日本（および韓国）の動向は極めて興味

深い。ただし、近年、「異性同士」という従来の結婚観に基づかない結婚のあり方

（パートナーシップ）が日本でも注目を集めているように、今後、結婚のあり方

が大きく変化する可能性は皆無ではない。もし、日本でも従来の結婚とは異なる

形態の「結婚」が登場するようになったとき、「家族経営」の定義も大きく書き換

えられる必要が出てくるだろう。実は、このことを先取りするような事例はすで

に出てきている（下図）。夫婦別経営の事例は現在はまだ小さな例外にすぎないが、

これを従来の家族経営のひとつとしてとらえられないことだけは確かである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「全国農業新聞」（2019年 3月 8日） 
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第４節 今後に向けて 

 

最後に、今後の方向性に関する点を整理しておきたい。 

1 点目は、「お節介おばさん／おじさん」の復権である。これは、数名の支援者から伺っ

た表現である。以前は、未婚者のお世話を焼く「お節介おばさん／おじさん」が地域には

いたという。未婚者の結婚活動を本人になり代わって行い、結婚相手の候補を探し出して

きてくれるという奇特な方々である。現在の観点から言うと、「私」の領域に大きく入り込

んでくるため、当事者達からは敬遠されるかもしれない。しかし、お話を伺った支援者数

名が指摘していたように、「こういう人達って、けっこう重要な役割を担っていたんじゃな

いか」という点は大いに納得できる。というのも、当事者にとっては、行政的支援よりも

近く親族よりは遠い、そして、民間企業とも距離感が違う、というような、いわば、公と

私の間を活動領域とする方々であり、行政、親族双方の手の届かない分野で、当事者の支

援がなされるからである。 

2 点目は、このような「仲人型」の支援のあり方とは異なる、web を介した「データマ

ッチング型」の支援の登場をどうとらえるかという点である。web や AI 等のテクノロジー

を介した結婚支援は各地の農村で、現在どのように取り入れられているのか。そして、今

後それらはどのように位置付いていくのか。これらの点については、次年度で予定してい

る府県の JA グループでの調査で明らかにしたい。 

 3 点目は、他地域、他業種との比較の視点である。ある自治体の担当職員の言葉に、「結

婚のことを知りたければ結婚のことばかり見ていても不十分」というものがある。この言

葉には、「結婚を、ある特定の産業の配偶者対策としてのみ見るのではなく、広く地域づく

りの一環として見る必要がある」という趣旨の言葉が続いた。「結婚」に対してより詳細に

絞り込んでいくと同時に、対象から離れ、より俯瞰的な視点から「結婚」を眺め直してみ

ることを促してくれる言葉だと思っている。 

 この言葉を参考にするならば、北海道に限らず、東アジア、世界の取組みを知ることや、

漁村等の他産業での取組みを知ることが、農村の結婚支援を理解するうえで有益であろう。

かつて、農村における国際結婚が話題となった時代があった。現在は 2 世が誕生し、彼（彼

女）らがその地域の担い手となっている例も少なくないだろう（注 8-2）。そのような例に

広くアクセスすることは、農村の結婚支援に豊かな知見を与えてくれるはずである。 

 

（注 8-2）農村での国際結婚が注目されるきっかけとなったのは、山形県朝日町の取組みだ

と言われている。同町では、1985（昭和 60）年に農村後継者の配偶者候補として

フィリピンから花嫁を呼び込んだ。農村における国際結婚の例は東アジアでも同

様に見られる。たとえば、韓国でも同様の取組みが行われてきた経緯があり、そ

れらの家庭は「多文化家庭」と呼ばれている。 
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「全国農業新聞」（2017年 6月 23日） 

 

【参考資料】 
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「日本農業新聞」（2019年 4月 4日） 
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「全国農業新聞」（2021年 3月 19日） 
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「日本農業新聞」（2019年 3月 1日） 
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「全国農業新聞」（2019年 5月 24日） 
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「全国農業新聞」（2020年 5月 29日） 
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